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令和８年第１回五城目町議会定例会議事日程［第３号］ 

令和８年３月４日（水）午前１０時００分開議 

 

１ 開会（開議）宣告 

２ 議事日程 

   日程第 １ 一般質問（２名） 

   日程第 ２ 議案第 １号 五城目町過疎地域持続的発展計画の変更について 

   日程第 ３ 議案第 ２号 工事請負変更（第３回）契約の締結について 

                ・令和５年災廣徳寺橋橋梁災害復旧工事（橋台撤去、 

                 新設工事） 

   日程第 ４ 議案第 ３号 工事請負変更（第２回）契約の締結について 

                ・令和５年災廣徳寺橋橋梁災害復旧工事（上部工） 

   日程第 ５ 議案第 ４号 組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例制定 

                について 

   日程第 ６ 議案第 ５号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条 

                例制定について 

   日程第 ７ 議案第 ６号 五城目町中小企業経営安定支援基金条例を廃止する条 

                例制定について 

   日程第 ８ 議案第 ７号 五城目町教育施設整備基金条例の制定について 

   日程第 ９ 議案第 ８号 五城目町定市場設置条例の一部を改正する条例制定に 

                ついて 

   日程第１０ 議案第 ９号 五城目町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制 

                定について 

   日程第１１ 議案第１０号 五城目町火災予防条例の一部を改正する条例制定につ 

                いて 

   日程第１２ 議案第１１号 専決処分（第１号）の承認を求めることについて 

                ・令和７年度五城目町一般会計補正予算（第７号） 

   日程第１３ 議案第１２号 専決処分（第２号）の承認を求めることについて 

                ・令和７年度五城目町一般会計補正予算（第８号） 

   日程第１４ 議案第１３号 令和７年度五城目町一般会計補正予算（第９号） 
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   日程第１５ 議案第１４号 令和７年度五城目町国民健康保険特別会計補正予算 

                （第４号） 

   日程第１６ 議案第１５号 令和７年度五城目町後期高齢者医療特別会計補正予算 

                （第３号） 

   日程第１７ 議案第１６号 令和７年度五城目町介護保険特別会計補正予算 

                （第３号） 

   日程第１８ 議案第１７号 令和７年度五城目町障害認定事業特別会計補正予算 

                （第１号） 

   日程第１９ 議案第１８号 令和７年度五城目町水道事業会計補正予算（第５号） 

   日程第２０ 議案第１９号 令和８年度五城目町一般会計予算 

   日程第２１ 議案第２０号 令和８年度五城目町国民健康保険特別会計予算 

   日程第２２ 議案第２１号 令和８年度五城目町後期高齢者医療特別会計予算 

   日程第２３ 議案第２２号 令和８年度五城目町介護保険特別会計予算 

   日程第２４ 議案第２３号 令和８年度五城目町障害認定事業特別会計予算 

   日程第２５ 議案第２４号 令和８年度五城目町水道事業会計予算 

   日程第２６ 議案第２５号 令和８年度五城目町下水道事業会計予算 
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令和８年五城目町議会３月定例会会議録  

 

令和８年３月４日午前１０時００分五城目町議会３月定例会を五城目町役場議場に招集さ

れた。 

１．応招（出席）議員は、次のとおりである。 

   １番 石 井 和歌子          ２番 小 玉 正 範 

   ３番 伊 藤 信 子          ４番 石 川 交 三 

   ５番 中 村   司          ６番 佐 沢 由佳子 

   ７番 石 川 重 光          ８番 松 浦   真 

   ９番 工 藤 政 彦         １０番 椎 名 志 保 

  １１番 斎 藤   晋         １２番 石 井 光 雅 

  １３番 佐々木 仁 茂         １４番 舘 岡   隆 

１．不応招（欠席）議員は、次のとおりである。 

  な し 

１．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者は、次のと

おりである。 

  町 長   荒 川   滋      副 町 長   澤田石 清 樹 

  教 育 長   小 玉 史 男      総 務 課 長   東海林 博 文 
 
                        会計管理者兼 
  まちづくり課長   柴 田 浩 之               小 玉 洋 史 
                        税務会計課長 
 

  議会事務局長   千 田 絢 子      商工振興課長   鳥 井   隆 

  建 設 課 長   小 野   亨      学校教育課長   小 玉 重 巌 

  生涯学習課長   工 藤 晴 樹      住民生活課長   石 井   一 

  健康福祉課長   舘 岡 裕 美      消 防 長   佐々木 貴 仁 

  総務課課長補佐   大 石 靖 宜      農林振興課課長補佐   齊 藤   茂 

１．会議書記は、次のとおりである。 

  議会事務局長   千 田 絢 子 

１．会議の開閉時刻、質疑応答は別紙のとおりである。 
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             午前１０時００分 開議 

○議長（石川交三君） おはようございます。 

  本日の議事日程については、タブレットをご覧ください。 

  ただいまの出席議員数１３名、会議は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  これより一般質問を行います。 

  本日行う一般質問の発言の順序は、７番石川重光議員、８番松浦真議員の順序といた

します。 

  ７番石川重光議員の発言を許します。７番石川重光議員 

○７番（石川重光君） ７番石川重光でございます。 

  今冬は、今年の冬は１月の大雪と低温によりまして除排雪や屋根の雪下ろし作業で難

儀された皆様はじめ、積雪により家屋一部破損や農業用施設ハウスの倒壊被害に遭った

方もおられます。連日の除雪作業に追われ、大変な冬を過ごしたわけですけれども、よ

うやく今、春の兆しが見えてきました。このまま穏やかに春を迎えれればと願っており

ます。 

  それでは、通告に従いまして一般質問に入ります。 

  大きい項目の買い物支援と地域活性化についてであります。 

  本町部スーパー、ダイサンですけれども、このダイサンさんの閉店に伴いまして、地

域住民は買い物などの日常生活に不便を感じております。食料品や生活必需品を購入す

るための店舗が減少したことにより、特に移動手段を持たない多くの町民にとって、健

康や生活の質、さらには地域社会の持続性にも影響を与えかねない大きな問題と言って

も過言ではないのかというふうに受け止めております。 

  そこでお尋ねをいたします。 

  町中心部に民間、まあ業者と連携をいたしまして、テナント募集による休憩・飲食が

できるコミュニケーションスペースと、食品加工販売施設を兼ね備えたスーパーマーケ

ットの開設はできないものでしょうか。これは提言でございます。よろしく考え方をお

願いいたします。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） ７番石川重光議員の質問にお答えする前に、五城目町議会会議規則

第４７条、この中に、町長等は、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で、
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議員の質疑又は質問の趣旨を確認するための発言をすることができるというふうにうた

われております。それに則って一つ確認をしたいのですが、よろしいでしょうか。 

○議長（石川交三君） はい、結構です。 

○町長（荒川滋君） 今のこの案件は、昨年１月に閉店したスーパーのあの物件について

という捉え方でいいんでしょうかということの確認をしたいと思います。 

○議長（石川交三君） ７番石川重光議員 

○７番（石川重光君） ダイサンスーパーの跡地を想定に入れております。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） ありがとうございます。 

  ご提案いただきましてありがとうございます。当該施設につきましては、現在、法的

手続の途中段階にあるとお聞きしております。したがいまして、現時点において町が具

体的な利活用や事業構想を示すことは慎重であるべき状態にあります。一方で、石川議

員のおっしゃるとおり、店舗の減少が地域社会に与える影響については重く受け止めて

おり、このほど協定を締結したＪＡあきた湖東との連携による買い物支援をはじめ、今

後も町民生活への影響軽減に向けた対応を検討してまいります。 

  なお、ご提案の事業の実施については、民間との連携が不可欠であると認識しており

ます。今後の動向によりますが、本事業に関心を持ち、取り組みを希望する民間事業者

等がいらっしゃる場合は、石川議員におかれましても是非ご紹介いただけますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ７番石川重光議員 

○７番（石川重光君） 今、本町部においては買い物に難儀されてる高齢者がおります。

それは移動手段を持たない高齢者が主なものだと思ってますけれども、先ほど町長から

答弁いただいたＪＡとの協定によって移動販売車の運行がなされております。この前の

広報ごじょうめにも掲載されておりましたけれども、馬場目地区、富津内地区、内川地

区などにおいて、週１回ですか、移動販売車が運行されてると。ということの記事が載っ

ておりましたけれども、本町部ではどうなのかというふうに見ますと、まだ本町部につ

いては行き届いてないのではないかと。ということで、買い物に難儀してる高齢者の方々

に対しての対応というのは十分なされてないんでないかというふうに思いますけれども、

町はどのようにこれを解決しようとされているのかお尋ねをいたします。 
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○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  町の中心部といっても範囲は広くて、例えば今はダイサンの跡地の話をしていますの

で、ダイサンの場所で何か新たに商売を始めたとします。広いです。希望ケ丘、広ケ野

のあたりからは歩いてくるのは大変な方がいると思います。あとは本町部の中でもそこ

まで歩いていくこともできないという方もいると思います。ダイサン跡地に開業したか

らといって全てが解決するわけではありません。ですので、その移動手段はじめ、そう

いったところも含めながらこれから十分に協議していかなければならない案件であると

思っています。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ７番石川重光議員 

○７番（石川重光君） この問題は大きな事業を伴う事柄だと思いますけれども、冒頭に

もお話しましたように地域の持続性が保たれなくなるんではないかというふうな懸念も

ございます。この店舗があったことによって、その一帯の賑わいがありました。今現在

は移住者によるコーヒー店とか、近隣にはですね、コーヒー店とか、あるいはラーメン

屋さんとかが開業しておりますけれども、そういった灯りをともす事業が何店かやって

るわけですけれども、ダイサンさんの撤退によりまして大きな灯火が消えたというふう

に感じております。ここにもう一度その灯りをともすっていいますか、賑わいを取り戻

したいというような願望もございまして、このような提案をさせていただいたわけです

けれども、このままだと、この地域の持続性が保たれなくなるんではないかというよう

な懸念がございます。町の考え方がもしありましたらお聞かせください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  冒頭話しましたけども、当該施設は現在、法的手続の途中であります。あの建物を利

用してこのようなことをしていこう、あのようなことをしていこうということは、今は

その段階にはないということをご理解願います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ７番石川重光議員 

○７番（石川重光君） 町の考え方は分かりました。これはダイサンの跡地っていうこと

に限らず捉えてもらいたいんですけれども、ネット販売も含めた、まあ次の質問に入り



 

- 134 - 

ますけれども、ネット販売も含めた五城目らしい食材商品、仮称ですけれども「朝市セ

ット」といったものを取り扱う店舗、そういった位置付けで集客を図り、地域の賑わい

の創出と全国に五城目の朝市のＰＲに努めると。で、町の活性化を推し進めることはで

きないのかと。ダイサンさんをイメージしてあったんですけれども、ネット販売等も含

めた食品販売、あるいは地域の賑わいを創出するための集客を図るための行いといいま

すか、これは新たな店舗であってもそれは通じることなのかと思いますけれども、そう

いったその何といいますかね、活性化に向けた取り組みっていうものはできないものか

ということをお尋ねしたいと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  ご提案ありがとうございます。このご提案は、町の魅力発信や朝市の活性化の観点か

らも意義のある取り組みであると受け止めております。 

  町では、悠紀の国五城目など、いわゆる五城目らしい食材を提供している施設はござ

いますが、議員ご提案のような朝市セットとして商品化している取り組みは今はござい

ません。このたびのご提案を受けまして、朝市セットの可能性について協議してまいり

たいと考えますが、今後、民間事業者等による自主的な取り組みの動きが生じた際には、

その動向を踏まえ、必要に応じた支援を検討してまいりたいと思います。 

  石川議員は朝市に対する思いが強いと見受けられますので、そのような方がいらっし

ゃいましたら是非紹介してくださるようお願いします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ７番石川重光議員 

○７番（石川重光君） 大変前向きなお話をいただきましてありがとうございます。ネッ

ト販売、五城目の人口が７，５００人台ぐらいになってしまいまして、こういった町で

いかにして集客を募るかといった場合にはやっぱり限度があるかと思いまして、ネット

販売による農産物の販売というのは効果があるのではないかと、購買が増すんではない

かというような観点から提案させていただきました。と同時に、農家の方々への、供給

される農家の方々への刺激にもなるのかなということもありまして、ネット販売のこと

を提案させていただきました。是非ともこれをもって、五城目の産物が信頼のあるもの

ですから、お客さんに愛されるようになっていただければなというふうに願っておりま

す。 
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  いろんな問題の解決にあたっては、町と、それから私、まあ一議員ですけれども、こ

の両方でやっぱり同じ解決に向けた同じ方向を向いていかなければ問題は解決しないと

思います。町の考え方、それから我々のまた考え方、いろいろとあるわけですけれども、

是非ともその同じ方向を向いて、同じ、願うところは同じだと思いますので、これから

もいろんな協議をさせていただきたいと思っております。 

  それでは、次に大きな項目の２番に入りたいと思います。高齢者が安心して暮らせる

地域づくりについてでございます。 

  少子高齢化が急速に進む本町にありまして、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けることができる環境を整備することが大きな課題となっております。特に在宅で

の生活を支えるサービスや地域での孤立を防ぐための取り組みについて、町における高

齢者支援の具体的な取り組みとして、現在どのような施策が実施され、その効果をどの

ように評価しているのかお尋ねをいたします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  町における高齢者支援の具体的な取り組みとしては、介護保険制度における訪問介護

や通所介護、短期入所生活介護等、その他としまして給食サービス事業、緊急通報シス

テム事業等を実施しております。介護保険サービスの制度上、利用できる内容や回数に

制限があることや、給食サービスでは、味が合わなかったり飽きてしまうということか

ら利用実人数が２０名前後で伸び悩んでいたり、あと緊急通報システム事業では、設置

することが安心につながる利点はあるようですが、実際体調の悪い時にはそのボタンを

押せなかったり、何のための機械か分からくなっているということもあるようです。現

在の取り組みを精査し、安心して暮らせる環境整備につなげていきたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ７番石川重光議員 

○７番（石川重光君） 今答弁いただいたような給食サービス事業とか緊急通報事業とか、

いろんなその施策が講じられており、一人暮らし高齢者の生活支援がなされておるよう

に受け止めました。高齢者と地域とのつながりを強く深くすることが重要であると感じ

ますし、いろんな意味での見守り的なこと、そういったものを増やしていくことが大切

であると感じております。 
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  （２）番のほうに移ります。高齢者の暮らしの実態を把握し、効果的な施策につなげ

ていくことが重要であります。高齢者の生活状況をどのように把握しておられますか、

お尋ねいたします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  地域包括支援センターでは、６５歳以上の介護保険を利用されていない方を対象にし

た見守り訪問を行っております。実態把握の中から予防的対応や未然防止を図ることに

もつながっております。また、地域で暮らしている住民の皆さん、特に民生委員や福祉

委員、町内会から寄せられる情報はリアルタイムに把握できる貴重な情報です。さらに、

地域に訪問する事業所の専門職、高齢者が日常的に立ち寄る薬局・郵便局からも情報を

提供していただくこともあります。地域や関係機関と情報が寄せられやすい体制の構築

に努めていくことが重要であると考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ７番石川重光議員 

○７番（石川重光君） 団塊の世代の方々が後期高齢年齢といいますか、７５歳に達した

ということでございますけれども、こういった団塊の世代の方々によりまして高齢者が

急増すると、てなことでございますけれども、こういった方々への医療とか介護需要の

急増が予想されます。町の対応が重要となってくることと想定されますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  次の３番目のほうの質問事項に入りますけれども、高齢者の社会参加を促す取り組み

は、高齢者福祉において重要であると思います。高齢者の豊富な経験や知識を活かし、

高齢者と若者が交流できる場の創出に力を入れることは、高齢者の孤立防止や生きがい

創出に寄与するだけでなく、若い世代にも貴重な学びの機会などを与えております。町

の取組はありますか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  昨年１０月１４日に開催されました五城目子ども議会、この中で「地域のおじいさん、

おばあさんはいつも優しくしてくれるので恩返しをしたい」、「学校がお休みの土曜日

や日曜日に、子ども食堂のように一緒にご飯を食べながらお話をしたり、楽しんだりし

たい」、「お年寄りと子どもたちの交流できる場所があったらいいな」と提案してくれ
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た児童がおりました。そういったアイデアを尊重し、来年度は子どもとの交流の機会を

３回計画しています。その中で、高齢者の豊富な経験や知識を少しでも継承する機会と

なるよう工夫をしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ７番石川重光議員 

○７番（石川重光君） ありがとうございました。世代間交流は住民の社会的孤立を防ぎ、

生きがいや健康を促進することは、将来的な医療費や介護給付費の増大を抑制する予防

的投資の側面を持つと言われております。来年度の機構改革により健康福祉課が３つの

課に改められて新しくスタートされます。これを機に、高齢者が安心して生きがいを持っ

て暮らせる地域づくりがより一層進められますよう期待して、一般質問を終わりたいと

思います。ありがとうございました。 

○議長（石川交三君） ７番石川重光議員の一般質問は終了いたしました。 

  次に、８番松浦真議員の発言を許します。８番松浦真議員 

○８番（松浦真君） ８番松浦真でございます。 

  昨日は多くの傍聴者の方々が集まり、本日も傍聴者の方いらっしゃっていただいてお

ります。ありがとうございます。昨日の傍聴の中では、地元の大川のほうからも公民館

の活動の中で、これまでも長年、この３月の定例会に来ていただきまして、たくさんの

方が関心を持ってくださってます。このように傍聴の方が、私が議員になって６年も経

ちますが、その中でどんどん人が、もちろん最初からもいらっしゃいましたけども、全

体の数としても増えていることは、町民が関心を持つ議会での一般質問や答弁が町民に

身近になっているということが大事であると改めて感じます。 

  また、当町のホームページにも今回の３月定例会の月曜日の初日にあった教育長や町

長の施政方針も掲載されておりました。これまでは恐らくなかったような気が、まあ一

時期あったかもしれないですけど、昔はなかったと思うので、このように施政方針が届

くということはとても重要なことかなと考えてます。引き続き発信していただけますと

幸いです。 

  今回は最後の一般質問者として、五城目町の課題や、その課題を乗り越える活動につ

ながる５つの質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  では１つ目の質問にまいります。「５つの柱・４５の施策」はどのように進捗してい

るのかという質問です。 
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  （１）です。荒川町長が就任時に掲げた「５つの柱」及び「４５施策」について、昨

年の一般質問で私が進捗の自己採点を問う質疑をさせていただきました。その就任から

一定期間が経過した今、改めて現状の達成度をどのように評価しているのか、町長の答

弁をお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） ８番松浦真議員にお答えいたします。 

  去年の２月の２５日就任してから１年と１週間が経ちました。振り返ってみると様々

なことがあったんですけども、あっという間だったなというふうに感じています。 

  私が掲げた公約「５本の柱」と「４５の施策」は、日々検証をしております。その進

捗の自己採点で達成度はというご質問でありますが、昨年９月の定例会同様、既に取り

組んでいるものを○、それから取り組みに向け準備を進めているものを△、まだ取り組

めていないものを×としています。就任からここまでの約１年間の段階で、○が１８、

４５ありますので、４５分の１８で４０％、△は２３、４５分の２３で５１％、×が４、

割合では９％となっています。 

  昨年９月にも言いましたが、取り組みを始めている○でも、町内会長とのホットライ

ンのように取り組みのスタートがほぼゴールという項目もありますし、河川整備やふる

さと納税の充実など、取り組みはしているものの、すぐに答えが出るものではない項目

もあります。また、町の公式ＬＩＮＥは新年度４月よりスタートしますが、今はそれに

向けての大詰めの段階なので、まだ〇にはしていません。 

  こういったことから達成度を示す物差しの基準は一概には言えませんが、○の数で言

うと１８であり、先ほど言いましたとおり４５分の１８で４０％にあたるので、達成度

は４０％とお答えさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。昨年の９月の定例会の時よりどんどんこう

進捗が進んでいることが分かり、いろんな変化が生まれてるということが分かります。 

  ちょっと確認です。〇、△が９１％ですので、この×が今どのようなものがちょっと

なかなか進みづらいのか、もしくは、かなり大きな課題として認識されてるのか、この

４つについて教えていただきたいと思います。 

  すいません、はい、議長。 
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○議長（石川交三君） ８番松浦真議員 

○８番（松浦真君） すいません。恐らくそれ（２）につながるものだと思われますので、

その（２）で質問させてください。なので（２）の質問をさせていただきます。 

  現時点での「４５の施策」の全体の点数は何点と認識しているかということと、今ち

ょっと質問したことは、この進捗が遅れている領域というのが恐らく×に値すると思い

ますので、その要因をどのように分析しているのかという質問に先につなげさせてくだ

さい。お願いします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  施策は全部で４５項目あります。で、全て〇になることで１００点満点になるとすれ

ば、１項目が２．２２点、１つが２．２点という計算になります。ですので、○を２．

２で、△を１項目につきその半分の１．１、×をゼロとして計算してみますと、○が２．

２点掛ける１８項目で４０点、△は１．１掛ける２３項目で２５．５点、×は４項目で

ゼロ。で、この合計６５．５点となります。ただ、自分を甘やかしたくはないので、辛

く点数をつけて今は５０点というふうにお答えをさせていただきます。 

  就任１年は任期の４分の１であります。任期終了までに点数が１００点、達成度１０

０％を超えるように努めてまいりますが、例えば１本目の柱の内水浸水対策の早期完了、

この項目については、完了するまで○にはしないので、そういった項目もあることをご

理解いただきたいと思っております。 

  続いて進捗が遅れている領域とその要因をということでありますが、私が×としてい

る項目は４つ。１つ目、周辺自治体と連携したイベント開催。２つ目、雀館公園一帯を

子どものびのびゾーンとして整備。３つ目、新たな農業法人の設立と支援強化。４つ目

として、林業事業者への支援で人手不足解消へ。この４項目であります。 

  その要因といたしましては、予算付けの裏付け、または優先度、クマの異常出没によっ

て担当課で極めた多忙など要因は様々ございますが、１年で全て実現できるとは考えて

おりませんので、これからの任期の残りで実現に向け、あらゆる可能性を追いながら努

めてまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。×の内容も分かりました。×のところで林
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業とか周辺自治体との協力とかも含めてですけども、のびのびゾーンのことについてだ

けちょっと確認させてください。 

  これまでも私以外にも多くの議員が遊具の話をこれまでさせていただきまして、もち

ろんクマの被害があったりとか、当町の水害が遭った後に財調が減ってるとかも含めて、

なかなか難しい部分があると思うんですが、基本、雀舘エリアで子どもたちの遊べる空

間をつくるための協議を検討されてると思うんですが、この×の部分ののびのびゾーン

については、今回の施政方針演説の中にも特に具体的な記載はなかったように思います。

恐らく副町長とかとも、以前全協であったり、この場でも協議は進めてるという話は、

検討は進めてるという話はありましたが、現状言える範囲で結構ですので、ここの×が

△もしくは○になるタイミングは、あと任期のうちの３年の中でどのぐらいのタイミン

グで△や○になっていくように、今想定されているでしょうか。のびのびゾーンについ

てちょっと、これは荒川町長、前の彦兵衛町長だった時代からも重要だということを言っ

てましたし、遊具がないということを、町内の子育て層の方がいつできるんだというこ

とは常に聞かれておりますので、ここは是非少し具体的にお話しできることがあればお

願いしたいなと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  この件に関しましては、今、松浦議員がおっしゃったように私も議員時代から、あと

工藤政彦議員も雀館のあの斜面を利用した遊具の設置について発言をしております。そ

の気持ちは今も変わっておりませんので、進めていくわけでありますけども、今はこの

後の町の計画に載せて、４月からは健康福祉課の中にこどもセンターもできることであ

りますので、そういったところでこれから進めていくための、今はその制度設計という

か準備の段階でありますので、まだ何年後のいつ頃というところまでには行ってないと

いうことをご理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） 進めていただけることを注視していきたいと思いますし、あとは山

形県とか屋内遊具場が多いエリアとかにも、私、友人がたくさんいますので、是非そう

いうところと連携したり、あと秋田県も多分鈴木健太知事がその山形県の遊具のことと

か、秋田市の沼谷さんとかも多分そういうのを視察されてると思いますので、是非そう
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いうとこと連携しながら、五城目町にふさわしい、そしてあまりコストがかからないで

も子どもたちが遊べる空間の設計っていうのを是非考えていただければなと思っており

ます。 

  続いて２番に行きます。外部専門人材の成果と今後はということになります。 

  （１）以前から提言している「外部人材の登用」について、現在の専門家採用の具体

的な実績と、それによる組織文化の変化をどのように捉えているか。 

  今後、企業誘致の専門家の方も採用されるということは施政方針演説の中でもありま

したけども、そこを踏まえて、もしあればお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  町では専門的な知見を町政に反映させて、で、複雑化する課題を迅速に解決するため、

ＤＸ分野では、ご存じのように令和６年度からデジタル専門監を任命しており、令和７

年度からは３名に増員しています。また防災分野では、令和７年度から総務省の地域防

災マネージャーとして登録された方を防災監として採用しております。 

  デジタル専門監については、庁舎内のネットワークや電算機器についての助言をいた

だいており、現在その見直しに着手しているところです。 

  私の施政説明でも申し上げましたとおり、デジタル専門監からは、今年度、デジタル

化リーダー向けセキュリティ勉強会、職員の働き方改革に向けた業務マニュアル作成や

ＡＩ議事録、テレワークの導入、庁舎内Ｗｉ－Ｆｉのセキュリティクラウド移行、防災

行政無線のＬＩＮＥ連携等、対応いただきました。防災監につきましては、気象などそ

の豊富な知識を活かし、自主防災組織の出前講座の講師や現在作成の防災マップなどへ

の助言・アドバイスをいただいております。また、大雨が迫った際には、これからの気

象情報を基にした防災対応についてもご尽力いただいているところであります。 

  いずれにしましても、課ごとの縦割りの意識からデジタル専門監をハブとして各課が

連携すること、また、このような専門的な人材が得られるエビデンスに基づく考え方に

ついては、組織文化に良い影響を与えていると考えております。 

  なお、企業誘致専門監につきましては、その詳細については今ここではまだ発表でき

る段階ではありませんので、その時が来たら詳しく説明したいと思いますので、よろし

くお願いします。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 
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○８番（松浦真君） ありがとうございます。専門監の採用によってハブとなる横ぐしを

通す良い効果が出てるということは聞けて何よりです。 

  その意味で（２）番につなげます。町長のビジョンをこのように具体的な施策に取り

込む中で、各課の横ぐしを通して連携を生み出す、専門的な知見を持ってエビデンスを

整理できるその専門監、もしくは政策監というのが全国的にも今ニーズがありますし、

当町でも必要だというふうに改めて先ほどの話を聞いて感じます。ですので、この政策

監もしくは専門監としてのブレーンというもので設置を検討することを、より企業誘致

の方もそうですが、今後、来年度に向けて何か考えてる予定など、もしくはこの分野に

今はまだ考えてないんですけども、町長自身としてこの分野に専門監の方がいると、こ

の当町の課題がより解決するんでないかという部分がありましたら是非教えていただき

たいなと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  １年前、昨年の３月定例会でもお答えしましたが、私のビジョンを具体的に施策とし

て実現していくためには、町民の皆様と行政の力を結集することが重要であると考えて

おります。その意味で、町民の皆様お一人お一人がブレーンと考えております。こうし

た考えのもと、町内会長とのホットラインだったり、各地区町内会での懇談会を進めて

まいりました。一方で実務においては、副町長を中心に各課の職員が政策実現者であり、

良きアドバイザーとして役割を担っていただいております。 

  今後については、特定の事務事業や私が特に必要とした事項については、プロジェク

トチームを設置規程を活用しチームを設置させ、各課横断的な取り組みを実施させたい

と考えております。こういったことから、政策監、ブレーンの設置については、今は考

えておりません。その分野分野での外部人材をというお話でありましたけども、それは

今申し上げた、今はＤＸ、そして防災、企業誘致、この３名の方ということで進めてい

きたいと思ってます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。例えば林業であったりとか、あとはクマの

対策であったりとか、そういうことに関して専門監を入れて、もしくは専門家の方を入

れてプロジェクトチームをつくるっていうことは考えておられないんでしょうか。一応
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確認です。 

  それはなぜかというと、林業のことで五城目町に来て、とてもこう連携したい、もし

くは連携できる可能性を持ってる方、多分町長もご存じだと思いますので、あとはクマ

も今、この後質問ありますけども、たくさん全国の方が秋田のこのクマの事情について

関心を持っていて、五城目でも何かできることがあればということで民間の方がかなり

来ています。こういう方との連携を是非町として行うことは、町民一人一人がブレーン

でもあるし、当町の職員がアドバイザーとして関わってることは分かるんですが、より

その専門、さっき多忙の話もありましたし、専門家の方の知見を入れることで垣根を越

えられるんではないかなと思いますが、そこについてはいかがでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  松浦議員のおっしゃるとおりで、そうです、その林業については、もう１年前から私

の頭の中にも思い浮かべるものはあります。あとは、そのクマの専門知識を持つ方、そ

ういった方の登用もまずこれから考えていかなきゃならないなと、今改めて思ったとこ

ろです。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。是非その頭の片隅にあることを実際に少し

でも形にしていただけたらなと思っておりますし、先ほど町の町民の方もブレーンです

し、その町民の中に関係人口の人も私は含まれると思います。是非いろんな知見を持っ

た方を生かしていける町になっていただきたいなと思っております。 

  続いて３番に行きます。「情報のタイムラグ」解消に向けたＤＸ活用と子育て環境の

改善ということであります。 

  （１）に行きます。町や小学校・中学校から発信される行事予定などの通知が、開催

の直前、前の週や数日前になるケースが散見されます。そのため、秋田市など町外へ通

勤するパートタイムの保護者の方や共働き世帯の方にとって、休暇の調整、そのイベン

トやその行事に参加するための調整が困難であり、課題の声が上がっております。特に

１か月前から調整をしないとそもそも予定が合わないという保護者もたくさんいること

から、早急の改善を求めたいという声があります。 

  ここについて、例えば今回、私もちょっと残念ながら行けない、気持ちは行きたいん
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ですが行けないのが、例えば子ども園の３月１９かな、ぐらいの、１９じゃなかったか

な、１５と１８だったかな、ぐらいの時の予定が、先週２月末にいただきました。まあ

２週間前ではあるんですけども、結構こう共働き世帯であったりとか県外の出張が多く

なっていく仕事をしている方とかだと、２週間前とかだと予定が埋まってたり、あとは

例えば町長自身も恐らく多忙を極めてると思いますので、年間スケジュールを結構早め

に多分埋めて、ＪＩＡＭだったりＪＡＭＰだったり、あとは県知事との国外の、まあ台

湾の研修みたいなやつ、ああいうことに関して例えば早めに多分スケジュールを抑えて

おられると思いますので、是非このタイムスケジュールに関しては早めにいただけたら

なというのが、議員はもちろん当町の保護者の方のニーズであります。是非ここについ

て教えていただきたいと思います。 

○議長（石川交三君） 小玉教育長 

○教育長（小玉史男君） ８番松浦真議員にお答えいたします。 

  ご質問にありますとおり、町や小学校・中学校から発信される行事予定などの通知が

開催の直前になるケースがあったことにつきましては、関係者の皆様に対し心からお詫

び申し上げます。今後は、できる限り余裕を持った通知の発送に心がけてまいります。 

  なお、小学校・中学校等の年間行事等につきましては、４月、早い段階で行われるＰ

ＴＡ総会等において公表されているほか、学校報や学年通信、あるいは学校のホームペー

ジ等に掲載されておりますので、併せてご確認いただければ幸いであります。 

  今後とも各行事に対しまして、ご参加、ご出席賜りますようお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。ホームページにも載っていることは承知し

ているんですが、今回のケースは特に子ども園から小学校に上がる時の説明会のイベン

ト、その日時が１週間前だったということで大変だという声がありましたので、まあい

ろんなそのホームページに載る情報、載らない情報あると思いますが、なるべく情報を

載せていただきつつ、まあもし早めに分かっていることがあれば是非早めに教えていた

だきたいなと思います。あとは、様々な行事予定も３月はどうしてもかぶりがちですの

で、２月の頭ぐらいにもし分かってることがあれば早めにいただけたらなというふうに

思います。 

  町民も何とか調整して参加したいこと、イベント多いと思いますので、是非早めに日



 

- 145 - 

程調整をしていただけたならとてもうれしく思います。 

  その上で（２）番です。行事予定の早期開示として、年間・月間の行事予定を、ＤＸ

を活用して、より早期かつ確実に保護者へ届ける仕組みを構築できないかという質問で

す。 

  これ私が恐らく１年目かぐらいの時に、グーグルカレンダーを使って、ボタンを押す

だけで、まあグーグルカレンダーを当町の人がどれぐらい使うかはちょっと別としても、

若い人は結構比較的使っているんですが、そういうカレンダーに一つボタンを押すだけ

で、ごみの日の、各エリアのごみの日が全部その１年間分入ったりするとか、あとは、

こういう行事予定が全部入ったりするっていうことができます。ＡＩを使うともっとこ

れが、多分当町の職員の方でもＡＩを使って３０分ぐらいあればそのシステムのカレン

ダーの仕組み作れますので、そういうことを是非使ってＤＸの活用をしていただけない

かなということの質問でございます。よろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 小玉教育長 

○教育長（小玉史男君） お答えいたします。 

  小・中学校のこと等につきましては、ホームページ等に載っているということでご理

解いただいてるということで本当にありがとうございます。 

  町関係のことに関しましても、この後、ＤＸの活用につきましては小・中学校とも合

わせて協議し、あるいは効果的な方法で保護者のほうへの情報発信、そういったものを

模索してまいりたいと思います。 

  なお、たくさんの方法があるようでありますので、この後検討させていただきたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

  では続いて（３）番です。先ほど専門監の方のお話もありましたが、ＤＸ推進の専門

監、ＤＸ専門監もいらっしゃいますが、当町もデジタルリーダーも含めた意味ですが、

提案したＤＸの推進フェロー、ほかの自治体ではデジタルリーダー、デジタル推進リー

ダーとも言いますが、このような提案、手挙げ方式で当町のいろんな活用を進めていく

ということが、当町のＤＸの活用を進めていく職員が主体的に自分で業務改善に取り組

むっていうことの事例が全国的に多くあります。この中で生成ＡＩも恐らくこの、クラ
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ウドノートっていうこの音声録音のやつも使われてたりしますが、こういう生成ＡＩの

活用状況は今いかがでしょうか。また、現在の役場内における業務効率化、どの時点か

らどう変化させたかとか、そのデータをどのように取ってるかなどありますが、どのよ

うに向上していると認識しているのか教えてください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  このＤＸ推進フェローについては、本町ではデジタル専門監として令和６年１０月に

任命し、ＤＸ施策に対して様々な助言をいただいてるところであります。主な内容とし

ては役場庁舎内の業務におけるＤＸ活用への助言となっており、実績については先ほど

の答弁で申し上げたとおりです。 

  様々なアドバイスを受ける中で、目まぐるしく進歩するＤＸについてはセキュリティ

対策や情報収集が欠かせないものと感じており、職員のリテラシー向上はもちろんのこ

と、これを牽引する専門的人材の確保が引き続き必要と考えております。 

  次に、生成ＡＩの活用については、議会の常任委員会の場でも試行しております、こ

のＡＩ議事録の活用による文字起こし、また、現在作成を進めております業務マニュア

ル作成についても試行しているところであります。また、生成ＡＩの知見を高めるため、

職員研修も年度内に２回行う予定です。 

  役場内における業務効率化については、電子決裁やテレワークの導入、そして生成Ａ

Ｉの活用となりますが、専門監からはセキュリティ対策やシステムの導入・評価につい

てなど、これまでの見落とされてきた部分を指摘されており、役場としてＤＸ化の基礎

となる仕組みづくりについても整備しております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。少しずつ進んでるってことは分かりました。 

  一つだけ質問させてください。今、電子決裁という話がありましたので、これは電子

証明とかで民間事業者への業務委託などを捺印の代わりに電子で行うことができるんで

すが、クラウド型と言うんですけども、そういうことは実際に進めているんでしょうか。 

○議長（石川交三君） 東海林総務課長 

○総務課長（東海林博文君） ８番松浦真議員にお答えします。 

  電子決裁といっても今のところまだ歳入だけの電子決裁でありまして、歳出のほうも
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やる予定だったんですけども、いわゆる財務規則というところの改正が必要なことから、

そこをちょっと今時間をかけて精査してるところです。いずれそこが整理できれば、歳

出についてもその押印の有無等含めて実施してまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。この電子決裁が自治体で導入されてるとこ

はまだ２０パーぐらいらしくて、私も別の自治体とやりとりした時に、やっぱまだ捺印

が必要なんだとか収入印紙が必要なんですね、電子決裁でなければ。なんで、この収入

印紙、民間側ですけども、これも結構馬鹿にならない金額なっていきますので、電子決

裁だと収入印紙が要らないということも含めて、電子決裁を有効活用することで早めな

決裁が下りて、きちんとデータも残りますので、是非これを早めに総務課としても進め

て、歳出のほうも電子決裁を進めていただければなと思ってます。是非そのための規定・

規約についても、また進捗状況確認させていただければと思っております。 

  次、４番目に行きます。クマ対策の次フェーズ、被害防止から「ジビエ」への道筋は

ということであります。 

  （１）クマの捕獲・駆除後の利活用について、小規模処理施設の整備や地域猟友会と

の連携、販路開拓の具体的なスケジュールを提示していただけたらと思います。また、

町としてはどのようにそれらを支援していく予定か教えてください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  猟友会との連携については、引き続きこの後も継続してまいります。 

  で、処理施設、販路開拓に関しましては、現在のところ要望する事業体がありません

ので、具体的なスケジュールは提示はできません。 

  これらの支援に関しても、クマ対策としての支援は考えておりません。ただし、現在

民間でクラウドファンディングで残り２７日の取り組みがあることは承知しております。

今後その方とのどのような連携ができるかということは頭に入れながら、これから協議

していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） 処理施設とかに関しては、まだニーズがないということですが、そ
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の民間の団体が処理施設を造って運用をしていくという動きが、猟友会と連携しながら

されると思いますので、是非その具体的な動きを町としても、クマの駆除後の加工、駆

除のその後の方法について町も関わらないといけない部分だと思いますので、それがた

だ山に廃棄というか、山の中の土の中に入れていくのがこれまでだったと思いますので、

それが価値になるように是非ちょっと一歩進んでいただけたらなと思っております。よ

ろしくお願いします。 

  （２）番です。以前提案した町内のＬＩＮＥアカウント、これは今後ですけども、ホ

ットラインも含めての後だと思いますが、「町内ＬＩＮＥのアカウントを活用した即時

アラート」などの検討状況はいかがでしょうか。今後、ＬＩＮＥアカウントの今整備作

業されてると思いますけども、その中にこういうクマの情報なども実際にすぐ出るよう

になるのでしょうか。あとは、来年度予算におけるクマ対策の重点領域についても具体

的に教えていただきたいと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  町の公式ＬＩＮＥにつきましては、令和８年４月からの運用開始を予定しております。

で、運用開始後は災害時や緊急時の情報発信に加えて、近年このように増加しているク

マの出没情報など住民の安全・安心に直結する情報についても、例えばクマダスの情報

などを即時に発信してまいりたいと考えております。 

  クマ対策予算の重点領域については、令和７年度で終了する五城目町鳥獣被害防止計

画を更新して、また、これまでもずっと続けておりますが、緩衝帯における管理強化ゾー

ンの整備に対する秋田県の予算動向に応じて補正対応をしていく予定であります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） クマパッケージの動向は国であったり県だったり、様々な動きがす

ぐにこうあると思います。それに対して柔軟にキャッチアップしていただきつつ、その

時にゼロから考えるではなくて、現時点からそのクマのこの補助、捕獲後の動きについ

てもパッケージの中に含められるものだと思いますし、恐らくかなり優遇された１０分

の１０に近い額で出る、まあここは分からないですけども、出るのでないかなと思いま

す。その時に当町がほかの、秋田市とかも手挙げると思いますけども、ほかのまちに比

べて少ない額、もしくはその手を挙げるのも遅くならないように、現時点から準備をし
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ていただけたらと思っております。是非よろしくお願いいたします。 

  最後５番目に行きます。教育留学の充実や放課後の学童充実についてということであ

ります。 

  （１）当町の教育留学は現在、約２週間が最長となっております。今後、例えばです

けども、今後民間団体に委託することで参加費用を設定し、生活観光につなげていくこ

とはできないでしょうか。また、町長自身も稼ぐ町を言及していることから、例えばで

すけども、ふるさと納税のプランにして予約・申し込み段階から妥当な費用を設定する

ことはできないでしょうか。ここについて教えていただきたいと思います。 

○議長（石川交三君） 小玉教育長 

○教育長（小玉史男君） お答えいたします。 

  教育留学につきましては、留学生の受け入れに関し、受け入れ校との綿密な連絡調整

が不可欠であります。特に留学生の出席状況の把握や取り扱いについて、つまり受け入

れ校の出席とみなすかどうかといったことなど児童生徒の指導に関することについて、

在籍校や当該教育委員会との調整が必要であるため、民間団体へ委託することは現時点

では考えておりません。 

  また、教育留学とはいえ、義務教育の枠組みの中で在籍校の出席とみなしていること

などから、教育活動そのものをふるさと納税の返礼品として設定することにつきまして

は、今のところふさわしくないと考えております。しかし、小・中学校で実施されてい

る教育留学とは別に、例えば五城目版大人の教育留学、あるいは大人の教育留学ｉｎ五

城目といった形で、町への滞在、観光、そして学校施設等の見学含めて、いろいろなこ

とを組み込んで行うことについては、可能性があるのではないかと考えております。 

  なお、これまでも教育留学を通じて来町されたご家庭より、ふるさと納税を寄附した

い旨のご連絡をいただいたことはございます。今後におきましても、教育留学の取り組

みを通じて関係人口拡大につなげてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。おっしゃるとおり、子どもの児童の個人情

報であったりとか母校との調整に関しては、教育委員会の事業ですので公的なところが

しないとなかなか難しいってのは十分承知しております。ただ一方で、先ほどおっしゃ

られた大人の教育留学の話であったりとか、水害の後にも是非五城目町にふるさと納税
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したいんだけども、寄附版ふるさと納税がないので仕方なく秋田市にしましたという方

がいらっしゃったりとか、結構この五城目町に何とか貢献したいんだけどもお金を払う

先がない、もしくはお金を払う方法がないということをおっしゃられる方もたくさんい

らっしゃったりしました。このようにちょっとお金を意識するっていうことは、例えば

当町の小学校に年間来る人も結構な数来てらっしゃいますよね。そのために今職員がも

ちろん関係人口づくりだったり、一つの営業ではあるんですけども、かなり時間が取ら

れてしまってるのもあるんではないかなと思います。その時の費用対効果というか時間

拘束分を考えた時に、適切な金額を取るということも、ほかの自治体では結構されてい

る状況があります。議会視察とかも含めてですけども。ですので、是非この魅力的な当

町のこの教育の視察に関しては、適切な費用を考えていただく。それによって得られた

金額を子どもたちにまた還元したり、当町の新しい教育に使っていくということも、少

ない金額かもしれませんが是非考えていただきたいなと思っております。 

  最後（２）番です。放課後の充実に向けて、町が今後予定していることは何かという

ことであります。 

  放課後の様々な、先ほどの雀舘ののびのびゾーンであったり、学童の話も含めてです

けども、放課後どうしてもクマが出ていたりとか、バスが早めに帰ってしまうとか、様々

放課後の充実が図りづらい当町でありますので、ここに向いて町が今後予定してること

は何か、具体的に教えていただきたいと思います。 

○議長（石川交三君） 小玉教育長 

○教育長（小玉史男君） お答えいたします。 

  おっしゃるとおりクマの出没、異常出没の後、「わーくる」であるとか、それから学

童保育の使用については、たくさん人数も増えているということがありました。現在で

すが、土曜日や長期休業中に開催している放課後子ども教室「わらしべ塾」等につきま

して、平日、子どもたちが残っている段階でそういうふうに実施するということも今後

検討を進めながら、放課後の充実について努めてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） 放課後の充実がより進んでいって、様々な施策が広がっていくよう

に期待しております。 

  それでは、以上で私の一般質問を終えます。長い時間ありがとうございました。 
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○議長（石川交三君） ８番松浦真議員の一般質問は終了いたしました。 

  時間の有効活用のため、本日の議事日程に従いまして議案の審議に入ります。 

  議案第１号、五城目町過疎地域持続的発展計画の変更についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） それでは、議案綴りの３ページをお願いいたします。 

  議案第１号、五城目町過疎地域持続的発展計画の変更について、提案理由をご説明申

し上げます。 

  本案は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、過疎地域の持続

的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、五城目町過疎地域持続的発展

計画を変更するものであり、同法第８条第１０項において準用する第１項の規定により

議会の議決を求めるものであります。 

  本計画につきましては、現在の前期計画が令和７年度まででございまして、令和８年

度から令和１２年度までの５年間の計画となってございます。 

  別添の添付資料１及び２における計画についての説明は、この場での説明は省略させ

ていただきますけれども、その計画書における１１ページから１３ページにおきまして、

この計画の基本方針、そして基本的施策、重点的施策、基本項目を載せております。そ

の主な内容につきましては、町長施政説明のとおりでございます。 

  また、参考資料として具体な事業計画も提出してございますけれども、５年間の今回

の計画の総事業費としまして約３５億円を計上させていただいております。事業区分別

で見ますと、そのうちの交通施設整備関係が３５億円のうちの約２０．５億円となりま

して、全体の６割を占めております。次いで生活環境整備が約７．７億円、次いで産業

振興関係が約６．６億円となってございます。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 
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○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２号工事請負変更（第３回）契約の締結について、令和５年災廣徳寺橋

橋梁災害復旧工事（橋台撤去、新設工事）を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） それでは、議案綴りの４ページをお願いいたします。 

  議案第２号、工事請負変更（第３回）契約の締結について、令和５年災廣徳寺橋橋梁

災害復旧工事（橋台撤去、新設工事）、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、令和７年１０月２２日に議会の議決を得ました、令和５年災廣徳寺橋橋梁災

害復旧工事（橋台撤去、新設工事）第２回変更請負契約について、工事施工に伴う護岸

工などの工事数量の精算による変更、そして工事用仮桟橋などの仮設材を令和５年災廣

徳寺橋橋梁災害復旧工事の上部工に使用を引き継ぐことによる撤去や搬出に係る運搬の

変更などによりまして、本工事の第３回変更契約を締結するため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求める

ものであります。 

  主な工事の変更内容でございますけれども、工事用仮桟橋などの仮設材を上部工工事

に引き継ぎ、仮桟橋の撤去を行わないことが主な減工、まあ減額となっている部分であ

ります。そのほか、護岸工の根固め工における護岸付近の洗堀による袋詰の玉石の設置

の増工、新たに増やす工事であったり、道路復旧工におけるブロック積、コンクリート

のブロック積の増工が主なものとなってございます。 

  なお、工期につきましては、契約変更なく令和８年の３月２８日に工事の完成を見込

んでおります。 

  次に、契約内容でございますけれども、議案にありますとおり、契約額につきまして

は、変更前契約額２億５，４６３万１，３００円を２，５０２万７，２００円を減額し、

変更後の契約額を２億２，９６０万４，１００円とするものであります。 

  契約の相手方は、株式会社菅与組五城目支店であります。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 
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○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第３号、工事請負変更（第２回）契約の締結について、令和５年災廣徳寺

橋橋梁災害復旧工事（上部工）を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの５ページをお願いいたします。 

  議案第３号、工事請負変更（第２回）契約の締結について、令和５年災廣徳寺橋橋梁

災害復旧工事（上部工）、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、令和７年３月１８日に議会の議決を得ました、令和５年災廣徳寺橋橋梁災害

復旧工事（上部工）変更請負契約について、工事用仮桟橋などの仮設材を令和５年災廣

徳寺橋橋梁災害復旧工事（橋台撤去、新設工事）から使用を引き継ぐことと工期を延長

するにあたり、本工事の第２回変更契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであ

ります。 

  主な工事の変更内容でございますけれども、前議案でご説明しましたように、下部工

施工に使用しておりました仮桟橋について橋桁を架設するために引き継いで使用し、そ

の撤去や運搬をすることが増える部分となっております。また、橋桁の架設の時期の遅

れなどによりまして、工期については９か月間延長するものでございます。 

  次に、変更契約の内容でございますけれども、はじめに契約額についてでございます。

変更前契約額は２億６，５３７万８，３００円でありまして、これを２，６７４万８，

７００円増額しまして、変更後の契約額を２億９，２１２万７，０００円とするもので

ございます。 

  工期につきましては、変更前工期が令和７年１月３１日から令和８年３月２０日でご

ざいますが、これを変更後工期を令和７年１月３１日から令和８年１２月２５日とする

ものであります。 

  契約の相手方は、ピーエス・コンストラクション株式会社秋田営業所であります。 
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  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。１４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） 先ほど、この２号の議案を見て２，５００万円ほど下がるわけで、

ちょっと喜んでおったんですけれども、結局３号に来てまた思いっ切りこのぐらい値上

がる。結局合計するとこれは２億９，０００万円と２億５，０００万円ですから、何ぼ

なるんですか、合計すれば。まあまあ足せば分かるけども。６億４，０００万円ほどな

るね。それで工期もまだまだ延びて、この１２月っていうのが、今年度末っていうのは、

今年度末どころか８年の１２月ですか、あれ以来随分かかってるな、まずね。またまた

途中でまた９月議会頃にまた何か補正とか何かやるんじゃないかと心配されるわけです

けども、その間にまたこの天候状態、果たしてどうか分からないけれども、この足場の

関係についてちょっと今まで何ていうか、足場の関係についてちょっと計画どおりでな

いような、もしかしたら粗末にされるような感じがしますが、大丈夫ですか、それ。こ

の今年の入梅も今年の大雨もまだ分からないところで、また大きな仕事が始まるんじゃ

ないかなと、こう心配するわけですけども大丈夫ですか。そこをちょっと。 

○議長（石川交三君） 小野建設課長 

○建設課長（小野亨君） 舘岡議員のご質問にお答えいたします。 

  工期につきましては、以前から令和８年度への繰越、事業の繰越を予定しております

といった説明をしておるところであります。で、町長の施政説明でも申し上げましたと

おり、６月の橋の開通予定であったものが、今のところ２か月ほど送れて８月に橋の開

通となる予定となっております。 

  で、まあ今後の変更につきましても、舘岡議員おっしゃられたように天候やいろいろ

な要素で工期の変更または工事請負費の変更、そういったことがないわけではない、可

能性としてはありますので、その際はまたよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 
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             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第３号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第４号、組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例制定についてを

議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの６ページをお願いいたします。 

  議案第４号、組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、提案理

由をご説明申し上げます。 

  本案は、福祉行政サービスの充実を図ることを目的に組織機構改革を行うため、関係

条例の一部を改正するものであります。 

  ７ページをお願いいたします。 

  改正内容についてご説明申し上げます。 

  第１条でございますけれども、「五城目町課設置条例の一部改正」となってございま

す。この中における第２条において、「健康福祉課」を「地域福祉課」、「健康推進課」、

「子育て支援課」の３つの課に再編する改正となっております。次に、その下の第２条

の「五城目町子ども・子育て会議条例の一部改正」がございますが、これは第８条にお

きまして、子ども・子育て会議の庶務担当課を「健康福祉課」から「子育て支援課」に

改正するものであります。 

  施行期日は、令和８年４月１日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第４号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 
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  次に、議案第５号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの８ページをお願いいたします。 

  議案第５号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、

提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、緊急消防援助隊として出動した場合の手当の創設と、併せてそのほか消防業

務に関する特殊勤務手当支給に関する諸規定を整備するため、当該条例の一部を改正す

るものであります。 

  ９ページをお願いいたします。 

  主な改正内容でありますけれども、第２条第９号が緊急消防援助隊として災害派遣さ

れる際の手当についての規定となっており、そのほか機関員手当などの特殊勤務手当と

して各作業や業務ごとに定めを設けております。 

  なお、手当の金額につきましては、本条例で定める上限額内で、県内の他の消防本部

を参考として、条例施行規程によって定めることとしております。 

  施行期日は、令和８年４月１日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第５号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第６号、五城目町中小企業経営安定支援基金条例を廃止する条例制定につ

いてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの１２ページをお願いいたします。 
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  議案第６号、五城目町中小企業経営安定支援基金条例を廃止する条例制定について、

提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化する町内中小企業者を支

援する五城目町中小企業経営安定資金利子補給事業が、令和８年３月３１日をもって終

了することに伴い、当該事業の財源に充てる基金条例を廃止するため、当該条例を制定

するものであります。 

  施行期日は、令和８年４月１日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。１４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） この件で廃止するっていうことは、当初の目的が達成されて、順

調に回り始めたという見通しが立ったということの考え方からスタートしたものですか。 

○議長（石川交三君） 答弁者は。鳥井商工振興課長 

○商工振興課長（鳥井隆君） 舘岡議員にお答えいたします。 

  今回の廃止の理由は、五城目町の中小企業経営安定資金利子補給事業が令和８年３月

３１日をもって終了することになりまして、その事業の財源に充てる基金を廃止すると

いうことが理由となっております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第６号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第７号五城目町教育施設整備基金条例の制定についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの１４ページをお願いいたします。 

  議案第７号、五城目町教育施設整備基金条例の制定について、提案理由をご説明申し
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上げます。 

  本案は、旧大川小学校施設の有償貸付事業を継続するにあたり、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律及び同法施行令に伴う通知に基づき、貸付期間等に応じて

建設当初の補助金相当額の一部を学校の施設整備に要する経費に充てることを目的とし

た基金に積み立てる必要があるため、当該条例を制定するものであります。 

  １５ページをお願いします。 

  条例の概要などについてご説明申し上げます。 

  第１条には、設置の目的を規定しております。この同様の基金は以前にも設置してお

りましたが、令和２年度に小学校の新校舎が竣工しまして学校施設の整備に一つの区切

りがついたことに加え、令和４年度、５年度に相次いだ豪雨災害に見舞われまして、町

の財政状況が逼迫した中で、今後における災害復興などに充てる財源を確保するため、

他基金と合わせて令和５年度末に財政調整基金に一本化する形で廃止させていただいて

おります。このたび、旧大川小学校の有償貸付事業が更新されることに伴いまして、国

に公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分承認申請を行うにあたりまして基金を設

置する必要が生じたことから、再度基金を設置するものでございます。 

  施行期日は、令和８年４月１日からとしております。 

  なお、当該基金への積立額につきましては、令和８年度当初予算に２０万円を計上さ

せていただいております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第７号の審査については、

教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第８号、五城目町定市場設置条例の一部を改正する条例制定についてを議

題といたします。 
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  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの１６ページをお願いいたします。 

  議案第８号、五城目町定市場設置条例の一部を改正する条例制定について、提案理由

をご説明申し上げます。 

  本案は、出店者数が著しく少ない状況が継続している１月２日の定市場及び臨時市場

を開設を行わないことにより、五城目朝市の質の維持向上を図るため、当該条例の一部

を改正するものであります。 

  １７ページをお願いいたします。 

  第４条改正文におきまして、５月４日、８月１３日、１２月３１日の臨時市場と、１

月２日の定市場を開設しないこととしております。 

  施行期日は、令和８年４月１日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。８番松浦議員 

○８番（松浦真君） うちの委員会でないので向こうでも審議していただけたらと思うん

ですが、１２月、５月４日と８月１３日は人が前後で来る日なので恐らくある程度は人

数いると思うんですが、１２月３１日はかなり寒いのと、この年末にどれぐらい年の市

も来てるのかということを確認したいので、１２月３１日の年の市の人数を教えてくだ

さい。１月２日ぐらいあんまり人が来てないんであれば、このタイミングで１２月３１

日も見直すことも必要ではないのでしょうかということをちょっと質問させていただき

たいと思います。お願いします。 

○議長（石川交三君） 答弁者。鳥井商工振興課長 

○商工振興課長（鳥井隆君） 松浦議員にお答えいたします。 

  １２月３１日の人数については、ちょっと今資料持っておりませんので、後で報告さ

せていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） 人数がもし少ないようであれば、１月２日と同様、タイミングを見

て修正することも是非検討を委員会でしていただくのがいいのかなというふうに考えて

おりますので。 
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             （「１２月３１日も削除なってるんです」の声あり） 

○８番（松浦真君） なってますか、あ、なってるんですね。これ全部５月４日とかも全

部ないんですね。 

             （「はい」の声あり） 

○８番（松浦真君） あ、すいません。私の勘違いでした。すいません、これ全部ないも

ので、１月２日だけあったんですね。全部ないんですね。４つともなしなんですね、こ

れ。あ、そういう意味ですか。分かりました。全てなしになるんですね。あ、ではいい

です。はい、すいません。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第８号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第９号、五城目町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について

を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの１８ページをお願いいたします。 

  議案第９号、五城目町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について、提案

理由をご説明申し上げます。 

  本案は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、占用料単価が変更となる

ため、当該条例の一部を改正するものであります。 

  １９ページをお願いいたします。 

  改正内容でございますけれども、第２条関係の別表を全部改正するものであります。

道路占用料につきましては、令和６年度に行われました固定資産税評価額の評価替えと

地価に対する賃料の水準の変動等を反映した額とするものでございます。 

  施行期日は、令和８年４月１日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
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ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第９号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  昼食のため、午後１時まで休憩といたします。 

             午前１１時４５分 休憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

             午後 １時００分 再開 

○議長（石川交三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案第１０号、五城目町火災予防条例の一部を改正する条例制定についてを議題とい

たします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの２５ページをお願いいたします。 

  議案第１０号、五城目町火災予防条例の一部を改正する条例制定について、提案理由

をご説明申し上げます。 

  本案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が公布され、火災予防条

例（例）が改められたことによりまして、当該条例の一部を改正するものであります。 

  ２６ページをお願いします。 

  主な改正内容でありますけれども、第７条の２及び第７条の３でありますが、テント

型等の屋外に設置されるサウナ設備について、新たに「簡易サウナ設備」として定義し

まして、離隔距離や安全装置の設置など、実態に即した基準を整備するものであります。 

  次のページをお願いします。２７ページです。 

  第２９条の７でございますが、住宅における火災予防の推進項目に、感震ブレーカー

の普及促進を加えるものでございます。 
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  施行期日は、令和８年３月３１日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１０号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１１号、専決処分（第１号）の承認を求めることについて、令和７年度

五城目町一般会計補正予算（第７号）を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 令和７年度一般会計予算の令和８年１月２３日付け町長専決

処分予算書のほうを準備していただき、その１ページのほうをお願いいたします。 

  議案第１１号、専決処分（第１号）の承認を求めることについて、令和７年度五城目

町一般会計補正予算（第７号）、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、令和７年度五城目町一般会計において、この２月８日に投開票が行われまし

た衆議院議員総選挙、また、この冬の大雪に対し、除雪対応に必要な道路除雪や高齢者

世帯等の間口除雪に要する経費を見込み、その必要額を、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、令和８年１月２３日付けをもって、令和７年度五城目町一般会計補正予

算（第７号）として専決処分させていただいたものであります。 

  補正額は、第１条にありますように、歳入歳出それぞれ９，３４７万５，０００円を

追加し、補正後の歳入歳出予算総額を７８億７，３６８万９，０００円としたものでご

ざいます。 

  補正の内容について、歳入からご説明申し上げます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  １０款１項１目１節の０１普通交付税の補正でありますが、本補正の収支調整として、

この財源８，２７８万８，０００円を補正したものであります。 
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  次に、８ページをお願いします。 

  １５款３項１目３節の０４衆議院議員総選挙費委託金の補正は、選挙実施に伴う県か

らの委託金として、１，０６８万７，０００円を補正したものであります。 

  以上が歳入の説明となります。 

  続いて歳出についてご説明申し上げます。 

  １０ページをお願いいたします。 

  ２款４項５目０００１の衆議院議員総選挙費と、その下の同じく００９８職員人件費

の補正でありますが、２月８日の衆議院議員総選挙費についての経費それぞれ、６１１

万７，０００円と４６４万８，０００円を補正したものであります。 

  次に、１２ページをお願いいたします。 

  ３款１項２目の００１０高齢者世帯等除雪支援事業の補正でございますが、高齢者等

の間口除雪支援に要する経費が不足する見通しであることから、２７１万円を補正した

ものであります。 

  次に、１４ページをお願いします。 

  ８款２項２目の０００２の除雪事業の補正でありますが、道路除雪に要する経費が不

足する見通しから、８，０００万円を補正したものでございます。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、関係部分を関係各常任委員会に付

託することにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１１号の審査について

は、関係部分を関係各常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１２号、専決処分（第２号）の承認を求めることについて、令和７年度

五城目町一般会計補正予算（第８号）を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 令和７年度一般会計予算の令和８年２月９日付け町長専決処
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分予算書の１ページをお願いいたします。 

  議案第１２号、専決処分（第２号）の承認を求めることについて、令和７年度五城目

町一般会計補正予算（第８号）、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、令和７年度五城目町一般会計において、さきの専決処分による補正予算と同

様に、この冬における今後の道路除雪等に要する経費を見込み、その必要額を、地方自

治法第１７９条第１項の規定により、令和８年２月９日付けをもって、令和７年度五城

目町一般会計補正予算（第８号）として専決処分させていただいたものであります。 

  補正額は、第１条にありますように、歳入歳出それぞれ７，０００万円を追加し、補

正後の歳入歳出予算総額を７９億４，３６８万９，０００円としたものであります。 

  歳入は特別交付税を７，０００万円、歳出は道路除雪委託料を７，０００万円補正し

た内容となっております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１２号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１３号、令和７年度五城目町一般会計補正予算（第９号）を議題といた

します。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 令和７年度補正予算の１ページをお願いいたします。 

  議案第１３号、令和７年度五城目町一般会計補正予算（第９号）、提案理由をご説明

申し上げます。 

  はじめに、第１条による補正額でありますが、歳入歳出それぞれ３億６，２３２万９，

０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算総額を７５億８，１３６万円とするものであ

ります。 
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  次に、第２条による繰越明許費の補正でございますが、災害復旧に係る事業など７事

業を追加するもので、詳細は６ページの第２表のとおりでございますが、事業の内容に

つきましては、歳出においてご説明申し上げます。 

  次に、その下になりますが、第３条による地方債の補正は、各種事業の精算などに伴

い、地方債の限度額を変更するものでありますが、詳細については、７ページの第３表

のとおりであります。主な内容につきましては、歳入においてご説明申し上げます。 

  それでは、補正の主な内容についてご説明を申し上げますが、事業費や補助金などの

確定や精算、または実績見込みによる減額補正などにつきましては、説明を簡略化また

は割愛させていただきたく思いますので、よろしくお願いいたします。 

  はじめに、歳入における主な補正内容をご説明申し上げます。 

  はじめに、１２ページをお願いいたします。 

  町税の補正であります。１款１項町民税の１目個人２，９５３万円の増額、２目法人

３７６万円の増額は、調定実績による補正であります。 

  なお、個人分につきましては、農業所得が増えたことなどにより増額補正となってお

ります。 

  １４ページから３２ページまでは、調定実績であったり、交付見込みによる補正であ

りますので、詳細説明は省略させていただきます。 

  続いて３４ページをお願いいたします。 

  １２款１項２目１節の６０団体営土地改良事業費分担金（繰越）については、町下地

区の事業の進捗によりまして繰越事業とすることに伴いまして、２８４万８，０００円

を補正するものであります。 

  続いて３６ページをお願いいたします。 

  １２款２項１目の１節６０の洪水ハザードマップ作成事業負担金（繰越）については、

下水道事業会計からの負担金であります。作成中のハザードマップ更新について、現在

準備中の町公式ＬＩＮＥによる情報伝達手段や、まだ公表されてませんが、公表予定の

井川町の井川、川の井川でございますが、浸水想定区域の影響などをマップに加えるた

め、繰越事業とすることに伴いまして、７１万５，０００円を補正するものであります。 

  続いて４２ページをお願いします。 

  １４款１項国庫負担金は、実績見込みによる補正でありますが、２目の災害復旧費国

庫負担金１節０５の現年農地農業用施設災害復旧事業査定設計委託費負担金は、激甚災
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害指定により補助対象として交付されるもので、１，１３４万９，０００円を補正する

ものであります。２節６１の過年災害復旧事業費負担金（繰越）は、公共土木施設の廣

徳寺橋災害復旧事業について、繰越事業とすることに伴い、３１４万８，０００円を補

正するものであります。 

  続いて４４ページをお願いいたします。 

  １４款２項国庫補助金は、実績見込みによる補正でありますが、１目の総務費国庫補

助金３節０１デジタル基盤改革支援補助金については、国の限度額が引き上げたことに

よる追加でございまして、２，６０１万５，０００円を補正するものであります。また、

２目民生費国庫補助金１節６０の社会資本整備総合交付金（洪水ハザードマップ作成事

業）の繰越分でございますが、先ほど負担金のところでもご説明ありましたとおり、事

業繰越とすることに伴いまして、２９５万９，０００円を補正するものであります。７

目の災害復旧費国庫補助金の１節０１査定設計委託費補助金については、激甚災害指定

により補助対象となり交付されるもので、２１８万５，０００円を補正するものであり

ます。 

  続いて４８ページをお願いいたします。 

  １５款の２項県補助金でありますが、実績見込みによる補正であります。４目の農林

水産業費県補助金の１節０７の夢ある畜産経営ステップアップ支援事業費補助金は、国

の補助事業に該当したため、５４万５，０００円全額を減額補正するものであります。

同じく１節の１０農地利用効率化支援交付金は、県補助事業に採択されなかったため、

６９６万円を全額減額するものであります。同じく１節６０の団体営土地改良事業費補

助金（繰越）については、町下地区の団体営事業を繰越とすることに伴い、１，９６５

万１，０００円を補正するものであります。５目土木費県補助金の１節０１の木造住宅

耐震改修等事業費補助金は、耐震改修事業の利用者がいなかったことにより、１６万５，

０００円を全額減額するものであります。 

  続いて５２ページをお願いいたします。 

  １６款１項２目の２節の基金利子収入は、各種基金の定期預金等による運用益を計上

させていただいたものであります。 

  続いて５４ページをお願いします。 

  １７款１項１目の寄附金でありますが、現在の実績による補正でございます。１節０

１の一般寄附金でありますが、ふるさと五城目会の故北原様よりのご寄附をいただいた
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ものであります。 

  続いて５８ページをお願いいたします。 

  １８款２項１目財政調整基金繰入金３億２，６９６万円の減額は、今後の財政見通し

なども踏まえ、本補正の収支調整として補正させていただいたものであります。同じく

８目の中小企業経営安定支援基金繰入金の２２１万６，０００円の増額は、コロナ交付

金を活用して実施してきました利子補給事業の終了に伴いまして、基金を全額取り崩す

ためのものであります。 

  なお、精算により国への補助金の返還があります。これにつきましては、令和８年度

当初予算に国への返還金１２０万円を計上させていただいております。 

  次に、６２ページをお願いいたします。 

  ２０款６項６目の雑入であります。実績見込みによる補正でありますが、１節０２の

総務課分でありますが、令和７年３月発生の落雷による内川地区公民館の被害に対する

共済金２３６万１，０００円を補正するものであります。同じく１節１０の消防本部分

は、令和７年２月発生の岩手県大船渡市の山林火災へ派遣した緊急消防援助隊に係る交

付金を含む、４９３万３，０００円を補正するものであります。 

  続いて６４ページをお願いします。 

  ２１款１項町債、いずれも事業費確定に伴う精算や国の補正予算による事業繰越など

に伴い、翌年度へ繰り越すための補正などとなっております。説明欄にあります起債名

に「（繰越）」が付いているものは、現年分を減額し、繰越分として増額補正させてい

ただいたものとなっております。 

  歳入における主な内容は以上のとおりでございまして、次に歳出についてご説明申し

上げます。 

  ６８ページをお願いいたします。 

  ２款１項１目でございますが、その中の０００４電算業務費の１１節０３手数料でご

ざいますが、国のシステムの標準化で活用することとなっているクラウドサーバー（ガ

バメントクラウド）の構築段階での利用実績によるもので、１，４７６万９，０００円

を減額補正としております。同じく１２節０３の業務処理等委託料は、仮想サーバーへ

のメールサーバーの移設保留などによりまして、１，４６９万６，０００円を減額補正

しております。同じく５目の０００２庁舎管理費の１２節０１保守管理委託料でござい

ますけれども、役場正面玄関脇に置かれております３基の瘤の木の撤去、加えまして、
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現在、強風により破損しております告示用の掲示板を再設置するための経費４７万５，

０００円を計上しております。 

  ７０ページをお願いいたします。 

  ２款１項６目０００７のふるさと納税事業の２４節０１ふるさと愛郷基金積立金は、

寄附金の実績見込みにより、新規の積立分としまして３９３万３，０００円を計上させ

ていただいております。 

  続いて８８ページまで飛びますけれども、８８ページをお願いいたします。 

  ３款１項４目の００６０防犯防災対策費の繰越でありますけれども、歳入でも申し上

げましたように洪水ハザードマップ作成の事業繰越によりまして、６６３万３，０００

円を計上させていただいております。 

  続いて９８ページをお願いいたします。 

  ４款１項１目の０００２保健介護支援センター施設管理費の１４節０１工事請負費に

ついては、老朽化しております駐車場のフェンスを撤去するための５７万９，０００円

を計上しております。 

  続いて１０６ページをお願いいたします。 

  ６款１項５目００６１ため池等整備事業（繰越）から００６４の農地費一般（繰越）

の４事業につきましては、国の補正予算による県営事業の繰越などに伴い、翌年度に繰

り越すものでございます。 

  続いて１２２ページをお願いいたします。 

  ８款４項４目０００１の公園維持管理補修等事業の５０万６，０００円の増額は、ター

ミナルパーク磯ノ目の樹木伐採及び側溝清掃業務による補正であります。 

  ページのほう飛びますが、１２６ページをお願いいたします。 

  ９款１項１目の０００１消防活動費の１０節０１の消耗品費でありますが、来年度の

新規採用職員１名分の被服の購入を行うための７０万円の補正でございます。同じく１

８節０１－１５消火栓修繕負担金は、富田神社前消火栓を修繕するため水道事業会計へ

の負担金として、１５７万３，０００円を計上しております。 

  続いて１４６ページお願いいたします。 

  １４６ページ、１１款２項１目公共土木施設災害復旧費００６１の過年災害復旧事業

（繰越）の６６２万４，０００円の増額は、廣徳寺橋上部工関係の災害復旧事業の精算

見込み及び工事の進捗状況を踏まえまして、翌年度に繰り越すための補正となっており
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ます。 

  続いて１４８ページをお願いします。 

  １２款１項の公債費の補正でありますが、過去に借りました変動利率の地方債の借り

換え、それから、この２月２６に借入れしました湖東老健への「ふるさと融資」の地方

債償還などに伴う補正となっております。 

  続いて１５０ページをお願いいたします。 

  １３款２項１目０００１の財政調整基金は、令和７年度中の定期預金の運用益３２９

万９，０００円を積み立てるものであります。財政調整基金の令和７年度末の現在高で

ございますが、予算ベースで見ますと、前年度末に比較すると７，２９４万円減額とな

りまして、この年度末につきましては１０億９，４２４万１，０００円となる見通しで

ございます。 

  続いて１５３ページをお願いいたします。 

  職員人件数における一般職の給与の補正でございますが、上段の（１）総括にありま

すように、総額で１，２８１万３，０００円の減額補正となっております。 

  以上が一般会計の主な補正内容となります。 

  私からの説明は以上となります。教育委員会関係の補正予算につきましては、教育長

がご説明いたします。ご審議の上、ご可決賜りますようによろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川交三君） 小玉教育長 

○教育長（小玉史男君） 私から教育委員会関係の一般会計補正予算の主な内容ついてご

説明申し上げます。 

  事業費の確定や精算または実績見込み等による補正につきましては、説明を簡略化ま

たは割愛させていただきたく、ご了承賜りたいと存じます。 

  はじめに、歳入についてご説明申し上げます。 

  ３６ページをお願いします。 

  １２款２項１目民生費負担金２節児童福祉費負担金は、実績見込みによる補正であり

ますが、０３学習支援クラブ費につきましては、放課後児童学習支援事業「わかすぎく

らぶ」の休止に伴い、５４万６，０００円全額を減額補正するものであります。 

  ３８ページをお願いします。 

  １３款１項６目教育使用料は、山村開発センターと屋内温水プールの使用実績見込み

により、１５６万円を減額補正するものであります。 
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  ４４ページをお願いします。 

  １４款２項６目教育費国庫補助金は、全て実績見込みによる補正であります。 

  ４８ページをお願いします。 

  １５款２項７目教育費県補助金は、実績見込みによる補正でありますが、２節０２学

校支援スタッフ配置事業費補助金につきましては、人材を確保することができず、当初

予定していた事業が未実施となったため、９３万８，０００円全額を減額補正するもの

であります。 

  ５８ページをお願いします。 

  １８款２項９目学校給食費無償化基金繰入金は、令和７年１月から１２月分までの学

校給食費の補助実績により、２１０万９，０００円を減額補正するものであります。 

  ６２ページをお願いします。 

  ２０款６項５目納付金６節社会教育事業納付金は、屋内温水プールで実施している水

泳教室の指導料の実績見込みによる４６万円を減額補正するものであります。 

  続きまして歳出について主なものを申し上げます。 

  １２２ページをお願いします。 

  ８款４項５目公園管理費０００１雀館運動公園管理費は、主に実績見込みによる補正

でありますが、１０節０６修繕料につきましては、体育館とプールの間の街灯修繕など

に係る経費として８３万７，０００円を計上しております。 

  １２８ページをお願いします。 

  １０款１項２目事務局費０００４放課後児童健全育成事業は、実績見込みによる補正

でありますが、１節０４職員報酬１０万円と４節１１社会保険料２万９，０００円は、

すずむしクラブ会計年度任用職員の報酬及び社会保険料について、今後の勤務時間を見

込み計上しております。同じく０００６都市交流事業、学校交流は、千代田区との児童

双方向交流に係る経費でありますが、千代田区と検討した結果、令和７年度は事業の実

施に至らなかったことから、９７万８，０００円全額を減額補正するものであります。

同じく０００７放課後児童学習支援事業は、わかすぎくらぶの休止に伴い、４３７万９，

０００円を減額補正するものであります。 

  １３０ページをお願いします。 

  同じく０００９学校教育活動推進事業は、学校ＩＣＴ支援員が年度途中で退職したこ

とにより、２５９万７，０００円を減額補正するものであります。同じく００１０学校
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支援スタッフ配置事業は、歳入でも申し上げましたが、人材を確保することができず、

当初予定していた事業が未実施となったため、１４０万８，０００円全額を減額補正す

るものであります。同じく３目教育助成費０００３育英資金貸付の２０節０１育成資金

貸付金につきましては、新規の申し込みがなかったため、３８４万円を減額補正するも

のであります。 

  １３２ページをお願いします。 

  １０款２項１目小学校管理費０００１管理費一般は、実績見込みによる補正でありま

すが、１０節０５光熱水費につきましては、小学校の電気代の増により不足が見込まれ

ることから、５５万７，０００円を計上しております。 

  １０款２項２目小学校教育振興費は、要・準要保護児童援助費などについて、実績見

込みにより３１万４，０００円を減額補正するものであります。 

  １３４ページをお願いします。 

  １０款３項１目中学校管理費０００１管理費一般は、実績見込みによる補正でありま

すが、１０節需用費の燃料費と光熱水費につきましては、中学校の灯油代と電気代の増

により不足が見込まれることから、２５２万円を計上しております。同じく００６０学

校施設整備事業（繰越）の１４節０１工事請負費は、令和７年度から令和８年度春にか

けて五城目第一中学校の野球場を整備するための経費として、５６１万円を計上してお

ります。 

  １０款３項２目中学校教育振興費は、中学校部活動の全県大会出場補助金や要・準要

保護生徒援助費などについて、実績見込みにより６８万５，０００円を減額補正するも

のであります。 

  １３６ページをお願いします。 

  １０款４項１目社会教育総務費０００３二十歳の集いから０００９教育留学事業まで

の各事業につきましては、事業の実績見込みにより減額補正とするものであります。同

じく２目社会教育施設管理運営費０００２山村開発センターは、主に燃料費及び光熱水

費の使用実績見込みによるものと工事請負費の実績により、１３５万８，０００円を減

額補正するものであります。同じく０００７大川地区公民館１２万１，０００円の減額

と、１３８ページの０００８内川地区公民館１２万４，０００円の減額は、工事請負費

の実績によるものであります。００１２杉沢交流センター友愛館１０万円の減額は、光

熱水費、通信運搬費の使用実績見込みによるものであります。 
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  １４０ページをお願いします。 

  １０款５項１目保健体育総務費０００１保健体育総務費一般は、スポーツ推進委員の

報酬及び旅費の実績見込みによるものものと燃料費の使用実績見込みにより、８９万円

を減額補正するものであります。同じく０００３スポーツ少年団支援事業は、スポーツ

少年団活動における町内施設使用料補助金２５万円を計上しております。 

  １０款５項２目学校給食費０００３学校給食費無償化事業の１８節０２－０１学校給

食費無償化補助金１６４万７，０００円の減額は、補助金の実績見込みによる補正であ

ります。 

  １０款５項３目保健体育施設管理運営費０００１圏民体育館は、燃料費、光熱水費、

修繕料の使用実績見込みでの２０万円の減額と廃棄物処理委託料での２３万１，０００

円の増額により、３万１，０００円を計上しております。同じく０００２屋内温水プー

ルは、燃料費、光熱水費の使用実績見込みと小破修繕料の補正により、２００万円を減

額補正するものであります。 

  以上、３月補正予算の主なものについてご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可

決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。１４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） ちょっと私のもしかしたら聞き違いかもしれませんが、その点は

ちょっと失礼いたします。先ほども教育長から給食の無償化についての話もございまし

た。それから、初日の教育長の行政説明の中にもございましたが、小学生の子どもが、

まあ小学生に対しては１００円前後、まあ８０円か７０円か、中学生は５０円程度上が

るわけでございますが、今回の補正でございますが、補正で２１０万円ほど減額してる

わけですね。その辺の、片方減額して片方、このまあ８年度に対しては子どもの給食費

を上げていくっていうところのバランスっていうのがちょっと理解できない。片方は今、

無償化なっていく。それから、そして片方は、子どもの給食費は上がっていく。それで

今回の給食費は二百何十万ほど下がる。まあそういう一連の流れとしてはちょっとピン

と来ないわけですけども、その私の考え違いかもしれませんが、もしかしたら何かしら

教育長感じるものあったら教えていただきたいと思いますが。 

○議長（石川交三君） 小玉教育長 

○教育長（小玉史男君） お答えいたします。 

  今年度に関しては３１０円で実施しておりまして、非常に物価高騰によって給食費が
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不足してしまったということがあります。それで補正をしていただいと。で、来年度に

関しましては、小学生についても３７０円という形で値上げをさせていただいた上で確

認をしているというところであります。それから、国・県のほうからの補助等が入りま

すので、実質的にはこのような形になるということになります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） １４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） まあそれで詳しく説明していただいていますけれども、ちょっと

まだ、ちょっと理解できないところがありますので、今回給食費から確か２１０万円ほ

ど、二百何十万であったかしら、まず減額されております。補正予算書見ればですね。

それで、それなのにまずは３７０円ほどに上げなきゃならない。片方はもう５０円上げ

なきゃいけないというふうな説明でございましたので、今度から国から来る分に対して

はその値段に設定されるのかどうか。突然今日から値上がるっていうわけでないけども、

徐々にじわじわともしかしたら来たかもしれませんが、その点のちょっと理解できないっ

ていうか、片方に金を残しておいて、まず差金っていうか減額されておって、片方は上

げなきゃならないっていうのがちょっと、まあ今のとこちょっと頭の中整理できないん

ですけども。 

○議長（石川交三君） 小玉学校教育課長 

○学校教育課長（小玉重巌君） お答えいたします。 

  令和７年度に関しましては、小学校では３１０円の単価で通年やってきております。

その中で賄える給食というものを提供させていただいております。しかし、物価高騰で

ございますので、令和８年度からは小学校に関しましては３７０円の給食単価で通年い

たしております。その中で、今回の補正につきましては当初予算を予算化確保しており

ましたけれども、それと実際の実施しました給食費の差額に関して減額した次第でござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） すいません、うちの委員会じゃないので、後で委員会で質疑を深め

ていただくための質問として先にさせていただきます。 

  ６８ページ・６９ページの電算業務費についてであります。補正予算なのであの実績

見込みということかもしれませんが、この実績に伴って１，４７０万円と１，４８０万
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円が減になっておりまして、さっきガバメントクラウドという話もありまして、もう一

個がちょっと聞きそびれてしまってるので、もう一個何かだと思うんですが、あとは下

の電算も含めて２，２００万円削られてまして、２億２，０００万円に対して５，３０

０万円補正で下がってるというのは、もちろん実績見込みかもしれませんが、これらが

デジタル専門監が入ったことによって、その本当必要性があるシステムかどうかを確認

したことによってこの減額が見込まれているんであれば、そのデジタル専門監を雇って

いる金額以上の効果が出ているとも読み取れることもあります。で、ただ実績見込みと

してベンダーから言われたのがあまりにも過大だったのか、それとも、その過大に対し

てきちんと、過大を、超過してるその要求金額に対して、ＤＸ専門監が入ったことによっ

てこの精査はできたことによって減額ができたのか。あとは、電算共同組合の金額につ

いては、以前一般質問でもその妥当性についていろいろ議論したところでも、私から質

問させていただいてそういうことも今後検討していくべきだという話もありましたので、

そこの効果が出たのかどうか。このあたりについて教えていただきたいと思いますし、

ちょっと細かい話は多分システムの担当者の方とお話したほうがいいかもしれないんで、

もし後ほどちょっと軽くこの減額についても教えていただきたいなと思います。一旦こ

の減額について理由を教えていただきたいと思います。 

○議長（石川交三君） 東海林総務課長 

○総務課長（東海林博文君） 松浦議員にお答えいたします。 

  ６９ページの０００４の１２節の０３の業務処理委託料、それと１８節の負担金の電

算組合への負担金、こちらにつきましては、すいません、ごめんなさい、１１節の０３

手数料等１，４７６万９，０００円の減と電算事業組合の負担金２，３５３万円、こち

らにつきましては、標準化に伴ってガバクラの接続料とかそういったものが補助が増え

て、その分下がったといったところです。組合のほうの負担金につきましては、最初は

このぐらいかかるでしょうということでつかみで予算措置してたんですけども、実際の

ところはそこまでかからなかったということで、この標準化に係る部分で減額になった

ところです。 

  で、１２節の０３についていえば、これは仮想サーバーで当初、メールサーバーやそ

ういったものを仮想サーバーに移行するということで経費を持ったんですけども、ここ

につきましてはデジタル専門監のほうの助言によりまして、それはちょっと一旦留め置

いて再度再考した上で、必要であればやらなきゃいけないだろうし、できればそのクラ
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ウド上で管理したほうがいいじゃないかという助言のもとで、この予算が減額になりま

した。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） となると、このさっきのメールサーバーのペンディングをしたこと

によって１，４６９万６，０００円が、今回そのＤＸ専門監が入ったことによって余計

な経費をかけなくても済んだという考えでっていうことでしょうか。あとほかにもし、

このＤＸ専門監によって今年度下げられた実際の数字だったり、その効果は先ほどの横

ぐしにつながってるという話ありましたけども、実際の具体的な数字として見えるもの

がもしこの補正予算内であれば、教えていただきたいんですが、この１，４６９万６，

０００円だけでしょうか。確認です。最後それだけです。 

○議長（石川交三君） 東海林総務課長 

○総務課長（東海林博文君） お答えします。 

  その上のほうの同じページの０００１の１３節の１３システム使用料というのがござ

いますけれども、これは業務マニュアルの作成のためのシステムの使用料でございまし

て、こちらもまずデジタル専門監の助言によりまして必要なくなったというか、これを

システムを使用せずに別途ＡＩを使いながら、デジタル専門監のアドバイスを受けなが

ら別途作成するといったところで経費削減につながったところでございます。 

  あとはそうですね、先ほど言った仮想サーバーにつきましては、一旦そのペンディン

グになった、止めてはいますけども、これをどのような形にするのか。クラウド上に持っ

ていくのかどうするのかという結論につきましては、今まだ検討中でありまして、この

後実際にどっちの方向に向かうのかというところを改めて今議論を深めているところで

ございます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、関係部分を関係各常任委員会に付

託することにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 
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○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１３号の審査について

は、関係部分を関係各常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１４号、令和７年度五城目町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の１５７ページをお願いいたします。 

  議案第１４号、令和７年度五城目町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）、提案

理由をご説明申し上げます。 

  本案は、本年度決算を見込んだ補正予算であります。 

  補正額は、第１条にありますように、歳入歳出からそれぞれ１億７５０万３，０００

円を減額し、補正後の予算総額を１０億２，５７８万１，０００円とするものでありま

す。 

  歳入においては、国保税は調定実績により増額補正、県支出金は実績見込みにより減

額、前年度繰越金については全額、今回の補正で計上させていだいております。 

  歳出においては、総務費、それから保険給付費などの実績見込みによる補正を行うほ

か、財政調整基金には運用益分のみを積み立てるため、２１万３，０００円を補正する

補正計上となっております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１４号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１５号、令和７年度五城目町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 
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○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２０３ページをお願いいたします。 

  議案第１５号、令和７年度五城目町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）、提

案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、本年度決算を見込んだ補正予算となっております。 

  補正額は、第１条にありますように、歳入歳出からそれぞれ４０８万５，０００円を

減額し、補正後の歳入歳出予算総額を１億６，９９１万４，０００円とするものであり

ます。 

  歳入においては、保険料、それから繰入金、いずれも実績見込みによる補正であり、

前年度繰越金は全額予算計上しております。 

  歳出においては、後期高齢者医療広域連合納付金の実績見込みを計上しております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１５号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１６号、令和７年度五城目町介護保険特別会計補正予算（第３号）を議

題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２１７ページをお願いいたします。 

  議案第１６号、令和７年度五城目町介護保険特別会計補正予算（第３号）、提案理由

をご説明申し上げます。 

  本案は、本年度決算を見込んだ補正予算であります。 

  補正額は、第１条にありますように、保険事業勘定は歳入歳出からそれぞれ７，８９

６万６，０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算総額を１９億３，２６２万９，００

０円とするものであります。 
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  歳入においては、保険料をはじめ、いずれも実績見込みによる補正であり、前年度繰

越金は全額予算計上しております。 

  歳出においても、総務費、それから保険給付費、地域支援事業など、実績見込みによ

る補正であります。 

  なお、収支不足のため、当初予算におきまして、歳入に介護給付費準備基金の５，８

７１万２，０００円の取り崩しを予定しておりましたが、事業の実績見込みにより全額

減額補正としております。なおかつ、歳出においては、基金積立金８，３９４万６，０

００円を計上し、予算措置上ではございますが、介護会計の年度末の基金の残高という

のが３億２，７５１万１，０００円と見込んでおります。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１６号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１７号、令和７年度五城目町障害認定事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２６３ページをお願いします。 

  議案第１７号、令和７年度五城目町障害認定事業特別会計補正予算（第１号）、提案

理由をご説明申し上げます。 

  本案は、前年度繰越金の決算額を計上し、その増額分を予備費に計上する補正予算と

なっております。 

  補正額は、第１条にありますように、歳入歳出それぞれ１３万１，０００円を増額し、

補正後の歳入歳出予算総額を４２６万８，０００円とするものであります。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
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ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１７号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１８号、令和７年度五城目町水道事業会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２７３ページをお願いいたします。 

  議案第１８号、令和７年度五城目町水道事業会計補正予算（第５号）、提案理由をご

説明申し上げます。 

  第２条、収益的収支でございますけれども、精算見込みによる補正でありまして、収

入の部分の第１款事業収益では、富田神社前消火栓修繕に係る一般会計からの負担金の

増、それから馬場目浄水場の設備改修などに伴う長期前受金の戻入額の減額などにより、

合わせまして２５９万４，０００円を減額補正とし、支出のほうでございますが、第１

款の事業費用では、富田神社前消火栓修繕や通信運搬などの増額、それから五城目と馬

場目の浄水場の設備更新による資産減耗費の増額などによりまして、全体で１，４８６

万８，０００円の増額補正としております。 

  第３条は資本的支出でございますが、精算見込みによる補正でありまして、収入の部

分の第１款資本的収入では、工事費の精算見込みにより、企業債４１０万円を減額補正

とし、支出の関係の第１款資本的支出では、五城目浄水場の配水流量計の交換工事など

の精算見込みによりまして、３９０万円を減額補正としております。 

  次に、２７４ページをお願いします。 

  第４条、企業債の補正でございますが、配水設備改良事業と浄水設備更新事業に係る

起債の限度額を９，８１０万円とするものであります。 

  続いて２７６ページをお願いします。 
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  キャッシュ・フローの計算書でございます。今回の補正によりまして、一番上、上段

の１の当年度純損失は７，５６７万２，０００円となりまして、下段にありますⅥの資

金の期末残高は３億８，９２６万４，０００円となる見込みであります。 

  説明は以上でございます。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１８号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１９号、令和８年度五城目町一般会計予算を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） それでは、令和８年度当初予算書の１ページをお願いいたし

ます。 

  議案第１９号、令和８年度五城目町一般会計予算、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、町長施政説明で申し上げましたように、「町民一人ひとりが主役となる未来

志向のまちづくり」を目標とする施政方針を基本に据えまして、物価高騰が続く厳しい

社会情勢の中においても健全で持続可能な財政運営を目指し、災害やクマ対策、老朽化

する施設整備などの緊急性の高い事案に対応するとともに、町長公約の５つの柱の実現

に向けた施策を着実に進め、住民の安全・安心に資する行財政基盤の構築を目指して編

成したものでございます。 

  はじめに、第１条でございますが、令和８年度一般会計当初予算は、歳入歳出それぞ

れを６３億３，７００万円としております。前年度比３億７，６００万円増、率にして

６．３％増となっております。 

  主な新規の事業として、施政説明でも報告ありましたが、何点かご報告させていただ

きたいと思います。 

  １つ目が企業誘致専門監１人の雇用に３６８万５，０００円を計上、２つ目、戸籍や
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納税証明書などのコンビニ交付導入事業に２，３１７万円、３つ目、住民向け一斉情報

配信サービス構築業務に９２万４，０００円、それから４つ目、こども家庭センター事

業に９９４万６，０００円、５つ目になりますが、病児保育事業に４５４万６，０００

円、それから６つ目になりますが、未来へつなぐ元気な農山村創造事業費補助金に４３

７万４，０００円、７つ目になりますが、消防署向かいの農地の畑地化に係る農地耕作

条件改善事業に１億２，０９２万９，０００円、それから９つ目ですが、継続となって

おりますが、馬場目の寺庭橋橋梁補修などの地方道路整備交付金事業に１億９，０５７

万５，０００円、１０番目になりますが、広域体育館の移動式バスケットゴールの更新

に３，２７８万４，０００円、最後になりますが、屋内温水プールのプール槽の塗装改

修に１，６３２万４，０００円などを計上させていただいております。 

  次に、第２条でございますが、地方債でございます。地方創生推進事業など１５の事

業の総額３億８，９１０万円となる地方債について、その目的、限度額などを定めるこ

ととなっている条文でございますが、その内容については、８ページの「第２表地方債」

のとおりでございます。 

  次に、第３条一時借入金でございますが、昨年度と同様、借入れの最高額を１０億円

と定めております。 

  続いて９ページの歳入歳出予算の事項別明細書をお願いいたします。 

  はじめに、歳入について、前年度予算と比較して説明いたします。 

  １款の町税でございます。令和７年度の課税標準に対しまして、営業所得は減、農業

所得・給与所得は昨年並みとして見込んで算定しております。その結果、年度比１，６

３３万６，０００円の増、率にして２．３％増の７億１，８４４万７，０００円を計上

しております。 

  次に、２款地方譲与税でありますが、森林環境譲与税など、県からの通知・交付実績

などを加味しまして、前年度比で１６４万３，０００円増、率にして１．６％増の１億

４５０万円を計上しております。 

  ７款地方消費税交付金でありますが、令和７年度の実績見込みによりまして、前年度

比７０６万８，０００円増、率にして３．１％増の２億３，５４４万４，０００円を計

上しております。 

  １０款地方交付税でございますが、地方財政計画に計上されております地方交付税が

対前年度比で６．５％増の伸び率となったことと、近年の本町の交付決定額を踏まえし
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て、前年度比２億円増、率にして６．９％増の３１億円を計上しております。 

  １４款国庫支出金でございますが、災害復旧費国庫負担金などの減によりまして、前

年度比１，４７９万円減、率にして２．５％減の５億７，３６６万７，０００円を計上

しております。 

  １５款県支出金でありますが、農地耕作条件改善事業の皆増などによりまして、前年

度比８，０２７万４，０００円増、率にしまして１６．７％増の５億６，０９０万２，

０００円を計上しております。 

  １８款繰入金でありますが、財政調整基金の取り崩しを増額したことなどによりまし

て、前年度比１，３３９万２，０００円増の、率にして３．７％増の３億７，３９８万

９，０００円を計上しております。 

  １９款繰越金は、昨年度と同様の４，０００万円を計上しております。 

  ２１款町債、消防署の指令システム更新事業が皆減となっておりますが、コンビニ交

付サービス事業であったり、道路橋りょう整備事業などの増によりまして、前年度比６，

６８０万円の増、率にして２０．７％増の３億８，９１０万円を計上しております。 

  以上が歳入であります。 

  続いて歳出について説明します。 

  １０ページをお願いいたします。 

  ２款総務費でございますが、電算業務、それから庁舎管理費、地域活性化支援センター

の経費の減などによりまして、対前年比で１億７５３万３，０００円減、率にして１０．

８％減の８億８，７０６万７，０００円を計上しております。 

  ３款民生費でございますが、こども家庭センター事業、それから子ども・子育て支援

費の負担金の増などによりまして、前年度比で１，２２１万９，０００円増、率にして

０．８％増の１６億１，０６１万７，０００円を計上しております。 

  ４款衛生費でありますが、予防接種費の事業であったり保健事業費の減によりまして、

対前年比で２，１６７万５，０００円減、率にしまして４．７％減の４億４，２９１万

５，０００円を計上しております。 

  ６款農林水産業費でございますが、畑地化事業の農地耕作条件改善事業、それから森

林環境譲与税、それと補助林道事業などの増によりまして、対前年比で１億９，３１６

万７，０００円の増、率にしまして５１．６％増の５億６，７６３万８，０００円を計

上しております。 
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  ７款商工費でありますが、各観光施設の修繕工事の減、職員費の人件費の増によりま

して、前年度比４９７万５，０００円増、率にして２．６％増の１億９，５２８万４，

０００円を計上しております。 

  ８款土木費でありますが、道路補修事業、地方道路整備事業、街灯整備事業の増など

によりまして、前年度比１億３，７２９万５，０００円の増、率にしまして２７．２％

増の６億４，２５５万５，０００円を計上しております。 

  ９款消防費でありますが、消防の消防署指令システム更新事業の皆減などによりまし

て、前年度比８，９０７万５，０００円減、率にして２２．１％減の３億１，４７５万

５，０００円を計上しております。 

  １０款の教育費でありますが、学校情報機器の整備事業、それから各地区の公民館・

圏民体育館・屋内温水プールの工事などの増によりまして、前年度比１億６，５０４万

４，０００円の増、率にして２９．５％増の７億２，５４５万１，０００円を計上して

おります。 

  １１款災害復旧費でありますが、過年度災害復旧事業の公共土木施設の減などにより

まして、前年度比１，６８１万４，０００円減、率にして１２．７％減の１億１，５１

７万１，０００円を計上しております。 

  １２款公債費であります。償還元金及び利子の増によりまして、前年度比で見ますと

１億１，６５４万１，０００円の増、率にして１９．４％増の７億１，７７５万４，０

００円を計上しております。 

  １４款予備費でありますが、災害復旧、老朽化する施設補修などへの緊急対応の必要

性などを考慮しまして、対前年比５００万円増の１，０００万円を計上しております。 

  続きまして、主な予算内容について歳入から説明させていただきます。 

  １２ページをお願いいたします。 

  １款１項町民税の１目の個人は、前年の所得の実績見込みにより、前年度比２，６５

４万７，０００円増の２億５，５８５万５，０００円を計上しております。 

  続いて１６ページをお願いいたします。 

  １款３項軽自動車税でありますが、新規登録台数、それから総登録台数は減少してお

ります。そしてまた、国の税制改正を見込みまして、前年度より３８３万４，０００円

減の３，０１０万７，０００円を計上しております。 

  続いて１８ページをお願いします。 
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  １款４項の市町村たばこ税でございますが、前年の見込みによりまして、これを参考

にしまして、前年度比４８７万５，０００円減の４，４０２万９，０００円を計上して

おります。 

  続いて２２ページをお願いいたします。 

  ２款１項の地方揮発油譲与税から４０ページにあります９款１項の地方特例交付金ま

では、県からの通知、それから令和７年度の交付実績に基づき計上させていただいてお

りまして、説明は省略させていただきます。 

  ４２ページをお願いいたします。 

  １０款１項地方交付税は、先ほどもご説明しましたが、前年度より地方交付税におい

て２億円増の３１億円を計上しております。 

  続いて５０ページをお願いします。 

  １３款１項の使用料でありますけれども、屋内温水プール改修による休止もあります。

このことなどを考慮しまして、使用料については１３５万３，０００円の減額としてお

り、使用料全体としましては対前年比で２７５万９，０００円減の２，４５０万５，０

００円を計上しております。 

  続いて５４ページから５９ページまでをお願いいたします。 

  １４款の国庫支出金でございます。前年度と比較しますと、介護保険の低所得者保険

料軽減負担金が７１８万４，０００円の減額、それからデジタル基盤改革支援補助金が

５，２５３万６，０００円の減額、道路橋りょう関係の補助金が４，６１２万３，００

０円の増などとなっております。 

  続いて６０ページから６７ページが１５款県支出金でございますが、これも前年度と

比較しますと、農地耕作条件改善事業費補助金が６，５８６万５，０００円の皆増、そ

れから公立学校情報機器整備事業費補助金が１，３９３万３，０００円の皆増、それと

新規になりますが、市町村学校給食費負担軽減交付金が１，１５５万４，０００円の皆

増などとなっております。 

  続いて６８ページから７１ページまでは１６款の財産収入でございますけれども、素

材売払収入の増などによりまして、款全体でありますが１９７万４，０００円の前年度

より増えまして、１，０５６万１，０００円を計上しております。 

  続いて９２ページをお願いします。 

  ２１款の町債でございますが、コンビニ交付サービス導入事業債２，０２０万円の皆
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増、それから農地耕作条件改善事業債４，９５０万円の皆増などによりまして、前年度

比で６，６８０万円増の３億８，９１０万円を計上しております。 

  歳入は以上となります。 

  続いて歳出についてご説明申し上げます。 

  歳出全般にわたる職員人件費につきましては、現員現給による計上としております。

個別の説明は省略させていただきます。 

  なお、一般職の人件費につきましては、予算書の２８３ページの上段に２の一般職（１）

総括にありますとおり、対前年度比で見ますと７，６６５万２，０００円の増となりま

して、一般職の給与費の総額というのが１０億３，３６２万９，０００円を計上させて

いただいております。 

  次に、歳出における新規事業などの主なものについてご説明をさせていただきたいと

思います。 

  ９４ページをお願いいたします。 

  １款１項１目の０００２の議会活動費でありますが、国際文化アカデミー、それから

市町村アカデミーへの議員研修旅費を含む経費など、５２４万９，０００円を計上して

おります。 

  続いて９６ページをお願いします。 

  ２款１項１目０００１の一般管理費一般でございますが、デジタル専門監の委嘱２名

に関する経費、また、ＤＸ推進や入札参加資格申請システムの導入事業などによりまし

て、前年度比で２，０１１万円増の４，８５３万３，０００円を計上しております。 

  続いて９８ページをお願いします。 

  ０００４の電算業務費でございますが、戸籍や住民票、納税証明書などのコンビニ交

付サービスの導入、それからテレワークシステム導入に関する経費、それと国のシステ

ムの標準化に関する経費など、合わせまして１億４，５５１万２，０００円を計上して

おります。 

  続いて１０２ページをお願いいたします。 

  ２款１項２目０００１の文書管理費でありますが、郵便料金の計器を導入する経費な

どとしまして、１，３５４万１，０００円を計上しております。 

  続いて１０４ページをお願いします。 

  ２款１項４目０００１の会計管理費でありますが、窓口収納した納付書払いの現金を
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指定金融機関、まあ秋田銀行五城目支店でございますが、ここに収納するための機器を

導入する経費など、８１７万円を計上しております。同じく０００２の庁舎管理費であ

りますが、庁舎内の清掃業務など維持管理を総合管理委託方式に移行するための経費や

議会映像配信システムに関する経費など、５，７９２万７，０００円を計上しておりま

す。 

  続いて１０６ページをお願いします。 

  ２款１項６目の０００１の企画費一般でありますが、企業誘致を推進するための企業

誘致専門監１人を配置するための経費、町長ホットライン用のスマートフォンの使用料、

五城目高校を支援するための経費など、２，２７２万６，０００円を計上しております。 

  続いて１１０ページをお願いします。 

  ０００６の集落支援員活動事業でありますが、コミュニティナース、浅見内活性化委

員会などのほか、ＪＡあきた湖東との「買い物応援プロジェクト」に関する連携協定に

基づく集落支援員の経費など、１，１０４万１，０００円を計上しております。 

  続いて１１４ページをお願いします。 

  ２款１項１１目の諸費０００２の総務課関係でありますけれども、湖東厚生病院の運

営費の補助金や、令和２年度コロナ交付金で造成した「中小企業経営安定支援基金」を

活用した事業者への利子補給事業が終了することから精算しなければならなく、その実

績に応じたコロナ交付金の国への返還を実施する経費など、合わせまして３，７０３万

円を計上しております。 

  続きまして１１８ページをお願いします。 

  ２款２項２目０００１の賦課徴収費でありますが、税制改正大綱に伴って行われます

納税通知書等の電子化に伴うシステム改修の経費など、１，９８０万円を計上しており

ます。 

  続いて１３４ページをお願いします。 

  ３款１項２目０００２の敬老事業でございますが、金婚式の開催を廃止しまして、対

象となる方々にはお祝いとしまして記念写真の撮影券をお送りする経費など、１４９万

円を計上しております。 

  続いて１３８ページをお願いします。 

  ３款１項４目の０００１の防犯防災対策費でございますが、住民向けの一斉情報配信

サービス構築業務、フェイスブック、Ｘ、ホームページなどでございますが、その経費、
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それから令和７年度から令和８年度で実施しております県総合防災情報システムの更新

に要する経費など、合わせまして２，０８８万８，０００円を計上しております。 

  続いて１４２ページをお願いします。 

  ０００４のこども家庭センター事業でございますけれども、次のページまで渡ってお

りますけれども、こども家庭センターの設置に伴って新設となる事業細目となりますが、

各款項目から事業を整理したことと、新たに「誕生祝い品事業」、「大学との子育て支

援に関する連携事業」、「オンライン医療相談事業」、「妊娠から子育て支援ホームペー

ジ作成事業」の経費など、９９４万６，０００円を計上しております。 

  続いて１４４ページをお願いします。 

  ３款２項２目の０００１の子ども・子育て支援費負担金でございますが、子育て短期

支援事業の拡充、それから子ども誰でも通園制度の導入による施設型給付費負担金の増、

それと病児保育事業の実施による皆増などにより、２億１，９９３万２，０００円を計

上しております。 

  続いて１５０ページをお願いいたします。 

  ３款５項１目の０００２の災害救助費（住宅支援費）でございますが、昨年９月２日

の発生の大雨災害に係る住宅の応急復旧など、３７８万５，０００円を計上しておりま

す。 

  続いて１６０ページをお願いします。 

  ４款１項１目００１０産前産後ケアサポート事業でありますが、産前産後事業として

新たに事業を新設し、各事業を整理しております。産後ケア事業として母子双方の身体

をサポートするため、宿泊型、通所型、訪問型を含む事業の充実を図るなど、１４７万

円を計上しております。 

  ４款１項２目０００３の空家対策推進事業は、次のページに渡っておりますが、空家

解体費の補助金の建築年度の要件の廃止、それから補助の上限額の拡充を行うなど、５

５５万７，０００円を計上しております。 

  続いて１６６ページをお願いいたします。 

  ４款３項１目の０００１清掃総務費でございますが、八郎湖周辺清掃事務組合への負

担金に加えまして、秋田中央地域ごみ処理広域化協議会への負担金を含む経費など、１

億１，９６０万７，０００円を計上しております。 

  続いて１６８ページをお額いします。 
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  ４款３項２目０００４の一般廃棄物埋立処分場管理運営費でございますが、光熱費の

増、それから保健所の指導によりまして今後の埋立可能な量を調査するための経費など、

１，０８１万６，０００円を計上しております。 

  続いて１７４ページをお願いいたします。 

  ６款１項３目の０００１の農業振興費の一般ですが、地域資源を活かした取り組みを

支援する、「未来へつなぐ元気な農山村創造事業費補助金」の町内２団体への支援を含

む経費など、２，７２０万２，０００円を計上しております。 

  続いて１７６ページをお願いします。 

  ６款１項５目の０００１の農地費一般でございますが、昨年度から実施しております

大川稗田尻地区と潟端地区に加えまして、真崎堰頭首工地区の団体営農業水路等長寿命

化事業負担金など、１，６３１万６，０００円を計上しております。同じく０００４の

農地耕作条件改善事業は、富津内下山内の残土置場、消防署向かいでございますが、そ

こで利用させていただいている農地の畑地化の整備に関わる新規事業としまして、１億

２，０９２万９，０００円を計上しております。 

  続いて１７８ページをお願いいたします。 

  ０００７の集落営農連携促進等事業は、新規事業となりますが、「スマイルたてごし」

と「高崎ファーム」の２つの農業法人に対する農業機械の購入に係る補助金として、１，

２３４万７，０００円を計上しております。 

  続いて１８２ページをお願いいたします。 

  ６款２項１目の０００２の有害鳥獣対策費でありますが、クマ対策などの有害鳥獣駆

除や指定管理鳥獣対策に関する事業、あとそれから狩猟免許取得支援補助金など、３７

５万２，０００円を計上しております。 

  続きまして１８４ページをお願いします。 

  ６款２項２目の０００５の水と緑の森づくり税事業は、クマなどの野生動物との接触

の機会を減らすため、緩衝帯等整備事業など、７４０万５，０００円を計上しておりま

す。同じく０００６の森林環境譲与税事業でありますが、捨て切り間伐委託事業、それ

から航空レーザーにより得ましたデータを基に森林資源を解析する事業などについて、

６，５０６万１，０００円を計上しております。 

  続いて１８６ページをお願いいたします。 

  ６款２項４目の０００２の林道補修事業でありますが、環境譲与税基金を活用した林
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道一ノ沢線等の補修工事に係る経費など、１，７３２万７，０００円を計上しておりま

す。同じく０００３の補助林道事業は、林道浅見内線及び林道家ノ沢線の局部改良工事

に係る経費など、２，８００万円を計上しております。 

  続いて１９２ページをお願いします。 

  ７款１項２目の０００１商工振興費一般でございますが、ものづくり支援事業補助金

などに関する経費など、合わせまして５，５４６万９，０００円を計上しております。

同じく０００３の商店街振興事業でありますが、事業所改修事業補助金について、近年

の実績から活用件数を増やしまして、前年度比１５０万円増４００万円を計上しており

ます。 

  続いて１９６ページから２０１ページまでをお願いしますが、７款１項の観光施設管

理運営費であります。０００１の赤倉山荘から０００６の清流の森までの朝市ふれあい

館を除く５施設の指定管理委託については、人件費上昇などによる影響を加味して指定

管理料を増額して計上させていただいております。 

  飛びまして２０４ページをお願いします。 

  ８款２項２目の０００１の道路補修事業でありますが、前年度より３，２５０万６，

０００円の増、５，９４５万５，０００円を計上しております。主な事業でございます

が、町道「坊井地線」、「谷地中石崎線」、「湯ノ又台線」、「中川原上線」、「西野

矢場崎線」それぞれの舗装補修、「雀館幹線」の歩道補修などを計画しております。 

  続いて２０６ページをお願いします。 

  ８款２項３目の０００１の地方道路整備事業（交付金）でございますが、次のページ

まで渡っております。前年度より７，４２９万３，０００円の増の１億９，０５７万５，

０００円を計上しております。主な事業としましては、「五城目外環状線」の舗装改良、

それから「寺庭橋」の橋梁補修などを計画しております。 

  続いて２０８ページをお願いします。 

  ０００２の単独道路整備事業であります。これも前年度より３，７８９万６，０００

円増の５，２９２万２，０００円を計上しております。主な事業としましては、森山地

区、まあ盛山下の排水計画の業務、曙町付近の大雨時の浸水被害を調査するための排水

路測量調査設計業務、それから大雨時の浸水対策としまして朝市駐車場付近の「円海線」、

それから「配水池線」、「中学校競技場線」などの側溝改良、そして「川反通」などの

道路改良を計画しております。 
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  続いて２１２ページをお願いします。 

  ８款４項１目の０００１の都市計画総務費一般でございますが、今年度に引き続き立

地適正化計画の策定を進めます。それから町民センター横の芝生広場を隣接スペースま

で広げるため、都市計画決定図書変更業務に係る経費など、合わせまして１，０９０万

６，０００円を計上しております。 

  ８款４項２目０００１の街路維持補修事業でございますが、役場前の交差点のアーチ

看板の解体のための実施設計について、それから樹木管理委託料など、合わせまして１，

１２２万２，０００円を計上しております。 

  続いて２２０ページをお願いいたします。 

  ９款１項１目０００１の消防活動費でございますが、救急の訓練用の人形の更新に係

る経費など、１，９４１万２，０００円を計上しております。 

  続いて２２２ページでありますが、０００３の消防庁舎の管理費でございます。消防

署のシャッター修繕、それからクマ対策としまして庁舎の自動ドアスイッチの取付、ま

た、今年度更新しました指令台の情報系の拡充機能であります緊急車両の位置情報に関

る必要な通信費など、合わせまして１，５６３万円を計上しております。 

  続いて２２４ページをお願いいたします。 

  ９款１項３目の０００１の消防施設費の一般でございますが、旧ＮＴＴ前の防火水槽

の解体撤去処理業務など、５００万３，０００円を計上しております。 

  続いて、飛びますが２７０ページをお願いいたします。 

  １１款１項１目の０００１の災害復旧事業費でございますが、大雨で堆積しました農

地等の土砂撤去に係る置場として、「農事組合法人山ゆり」よりご協力いただいており

ます用地の借用補償費を含む経費など、前年度同額となりますが、１，５３０万６，０

００円を計上しております。 

  続いて２７２ページをお願いします。 

  １１款２項１目の０００１の現年災害復旧事業は、国の災害査定の際の現場説明によ

る航空写真について、撮影のためのドローン１台を購入するための経費なども含めまし

て、７，０４２万４，０００円を計上しております。 

  続いて２７４ページの１２款１項の公債費でありますが、令和４年度の借入れであり

ます「火葬場の改築」、それから「一般廃棄物埋立処分場の改修」、それから近年の大

規模災害による「災害復旧事業債」の元金の償還が始まっております。このことにより
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まして、元金については１億３５５万１，０００円増となり、６億７，８３４万７，０

００円、利子も同様に１，２９９万円の増となりまして、３，９４０万７，０００円を

計上しております。 

  最後になりますが、２８０ページをお願いします。 

  １４款１項１目の予備費でございます。冒頭にもお話しましたが、いろいろな緊急の

対応が必要となっております。これまでの予備費の実績を、重要な実績などを踏まえま

して、５００万円を増として１，０００万円とするものでございます。 

  私からの説明は以上となります。教育委員会関係の予算につきましては、教育長がご

説明申し上げます。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川交三君） 小玉教育長 

○教育長（小玉史男君） 私から教育委員会関係の一般会計予算の主な内容についてご説

明申し上げます。 

  はじめに、歳入からご説明申し上げます。 

  ５０ページをお願いします。 

  １３款１項６目教育使用料は、屋内温水プールの休止に伴う使用料の減額や、これま

での各施設の実績などを踏まえ、前年度比２０９万４，０００円減の３３４万６，００

０円を計上しております。 

  ５６ページをお願いします。 

  １４款２項６目教育費国庫補助金は、要保護児童生徒、特別支援児童生徒に対する学

用品などの補助金や、すずむしクラブの運営費に対する子ども・子育て支援交付金など、

４３５万２，０００円を計上しております。 

  ６４ページをお願いします。 

  １５款２項６目教育費県補助金は、公立学校情報機器整備事業費補助金や市町村学校

給食費負担軽減交付金など新規予算計上により、前年度比２，４６８万７，０００円増

の２，６５３万７，０００円を計上しております。 

  ７６ページをお願いします。 

  １８款２項８目学校給食費無償化基金繰入金は、国・県の給食費負担軽減交付金の措

置により、前年度比８３９万１，０００円減の１，５３７万８，０００円を計上してお

ります。 

  ９２ページをお願いします。 
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  ２１款１項７目教育債は、前年度比３，４７０万円増の３，６５０万円を計上してお

ります。弓道場、町民センター、馬場目・富津内地区公民館の照明ＬＥＤ化事業と、町

民センターの無線ＬＡＮ整備事業に見合う事業債を活用するものであります。 

  続きまして歳出について主なものをご説明申し上げます。 

  ２１４ページをお願いします。 

  ８款４項５目公園管理費０００１雀館運動公園管理費は、弓道場の照明ＬＥＤ化改修

工事の経費など、１，７９９万２，０００円を計上しております。 

  ２２８ページをお願いします。 

  １０款１項１目教育委員会費０００１教育委員会費一般は、教育委員会の運営に係る

経常的経費で、委員報酬や旅費など１２３万２，０００円を計上しております。 

  １０款１項２目事務局費０００２事務費は、不登校児童生徒相談員などの謝礼金、小・

中学校の廃棄物処理委託料及び負担金など、４７８万９，０００円を計上しております。 

  ２３２ページをお願いします。 

  ０００４放課後児童健全育成事業は、学童保育「すずむしクラブ」の運営に係る経常

的経費として、会計年度任用職員の報酬や総合管理業務委託料など、１，５２７万２，

０００円を計上しております。０００５児童生徒学校生活サポート事業は、支援が必要

な児童生徒などに対し学校生活をサポートする経費で、会計年度任用職員の報酬など、

２，８１５万１，０００円を計上しております。０００６都市交流事業、学校交流は、

千代田区との児童双方向交流事業に係る経費で、今後の実施について五城目町、千代田

区双方の支援員と協議段階であることから、令和８年の当初予算では旅費及び補助金に

ついて存置計上となっております。 

  ２３４ページをお願いします。 

   ０００８学校教育活動推進事業は、小・中学校におけるＩＣＴ支援事業に関する経

費で、ＩＣＴ支援員の人材確保が難しいことから、人件費に代わりＩＣＴ支援事業の委

託料として、３９６万円を計上しております。０００９学校情報機器整備事業は、ＧＩ

ＧＡスクール端末の更新に伴う購入経費として、２，５５４万２，０００円を計上して

おります。９００１放課後児童学習支援事業は、支援員の確保が難しく、令和７年度を

もって事業を廃止することを考えており、令和８年度当初予算への計上は行わないこと

としたものであります。 

  １０款１項３目教育助成費０００１教育助成費一般は、五城目高校教育振興会への補
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助金や教育施設整備基金への積立金など、１４４万円を計上しております。０００３育

英資金貸付は、高校生・大学生などを対象とした教育資金貸付金に関する経費として、

これまでの貸付実績に基づき、２９５万４，０００円を計上しております。 

  ２３６ページをお願いします。 

  １０款１項４目外国青年招致事業費０００１外国青年招致事業費は、ＡＬＴの給料や

着任に係る旅費など、５７４万４，０００円を計上しております。 

  ２３８ページをお願いします。 

  １０款２項１目小学校管理費０００１管理費一般は、小学校の管理運営に係る経常的

経費で、会計年度任用職員の報酬、光熱水費、建物総合保守管理業務委託料など、５，

５１７万円を計上しております。 

  ２４０ページをお願いします。 

  １０款２項２目小学校教育振興費０００１教育振興一般は、小学校のスクールバス・

タクシーの運行委託料など、教育振興に係る経費として２，７２０万３，０００円を計

上しております。 

  ２４２ページをお願いします。 

  １０款３項１目中学校管理費０００１管理費一般は、中学校の学校管理運営に係る経

常的経費で、会計年度任用職員の報酬及び光熱水費、建物総合保守管理業務委託料など、

４，７２１万４，０００円を計上しております。 

  ２４４ページをお願いします。 

  ０００２学校施設整備事業は、中学校普通教室などのエアコン新設及び更新工事の調

査設計等委託料として、２４６万８，０００円を計上しております。 

  １０款３項２目中学校教育振興費０００１教育振興一般は、中学校のスクールバス・

タクシーの運行委託料や部活動の全県大会出場補助金など、中学校の教育振興に係る経

費として１，４６５万円を計上しております。 

  ２４６ページをお願いします。 

  １０款４項１目社会教育総務費０００１総務費一般は、社会教育に係る経常的経費で

すが、「みんなの学校」運営委託料を０００８社会教育講座に計上したことにより、前

年比２５９万７，０００円減の１３９万２，０００円を計上しております。 

  ２５０ページをお願いします。 

  ０００８社会教育講座は、これまでの高齢者学級、書道講座、英会話教室、「みんな
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の学校」を社会教育講座群として運営する経費として、３５０万円を計上しております。

０００９教育留学事業は、五城目型教育留学に係るコーディネーターへの謝礼金、ホー

ムページ更新業務委託料、宿泊費や給食費の補助金などの経費として、６７万５，００

０円を計上しております。 

  １０款４項２目社会教育施設管理運営費０００１中央公民館は、中央公民館活動に係

る経常的経費として、盆踊り大会運営に係る補助金を含め、１０１万８，０００円を計

上しております。 

  ２５２ページをお願いします。 

  ０００２山村開発センターは、会計年度任用職員の報酬及び施設の光熱水費、保守管

理委託料等、施設管理に係る経常的経費が主なものですが、町民センターのＬＥＤ化改

修、無線ＬＡＮ更新に係る事業費を含め、２，９６９万２，０００円を計上しておりま

す。０００３馬川地区公民館から２５６ページの０００８内川公民館までは、各地区公

民館の施設管理運営委託料及び活動費補助金が主なものですが、馬場目地区公民館では

照明のＬＥＤ化事業及び排水路付け替え工事、富津内地区公民館でも照明のＬＥＤ化事

業、トイレの洋式化工事と老朽化した陶芸室の解体、大川地区公民館では大雨時の停電

原因となる電源ケーブルの付け替え工事とそれに係る経費を計上しております。 

  ２５８ページをお願いします。 

  ００１２杉沢交流センター友愛館は、施設管理運営に係る経常的経費で、会計年度任

用職員の報酬及び光熱水費、修繕費、作業委託料を主なものとして、７２９万６，００

０円を計上しております。 

  ２６０ページをお願いします。 

  ００１４地域図書室は、会計年度任用職員の報酬及び図書購入費が主なものですが、

図書システムの更新、施設用備品購入に係る費用など、８９１万４，０００円を計上し

ております。 

  ２６２ページをお願いします。 

  １０款５項１目保健体育総務費０００１保健体育総務費一般は、スポーツ推進委員活

動に係る経費及び各種大会への補助金など、５２５万６，０００円を計上しております。 

  ２６４ページをお願いします。 

  ０００２都市交流事業は、姉妹都市提携を締結している千代田区とのスポーツ交流に

係る補助金で、令和８年度は駅伝交流事業の補助金として２５万円を計上しております。
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０００３スポーツ少年団支援事業は、町のスポーツ少年団活動費へ補助金として２０万

円を計上しております。０００５五城目スポーツフェスは、隔年実施の全町体育祭から

フェス形式へと内容を変更して毎年の実施の計画としており、審査員やアトラクション

に係る謝礼、参加費への報償品等の運営に係る経費について、２１１万８，０００円を

計上しております。 

  ２６６ページをお願いします。 

  １０款５項２目学校給食費０００２学校給食管理運営費は、小・中学校の給食管理運

営に係る経費として、会計年度任用職員の報酬や消耗品費や燃料費など、３，２１２万

９，０００円を計上しております。０００３学校給食費無償化事業は、学校給食費無償

化に要する補助金などの経費で、令和８年度の給食単価の改定により、前年度比３１６

万３，０００円増の２，６９３万３，０００円を計上しております。 

  １０款５項３目保健体育施設管理運営費０００１圏民体育館は、施設管理に係る経費

で、事務室のエアコン設置及び体育館床下点検口設置工事、バスケットゴールの購入な

どにより、前年度比４，０５４万９，０００円増の５，００６万６，０００円を計上し

ております。 

  ２６８ページをお願いします。 

  ０００２屋内温水プールは、施設管理に係る経費とプールの運営等業務委託に係る経

費が主なもので、運営委託料の増額やプール槽塗装改修工事などにより、前年度比２，

３９７万３，０００円増の７，５７７万６，０００円を計上しております。 

  以上、教育委員会関係の予算についてご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川交三君） ここで暫時休憩といたします。再開は３時１５分といたします。 

             午後 ３時００分 休憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

             午後 ３時１５分 再開 

○議長（石川交三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  令和８年度五城目町一般会計予算に対する質疑を許します。８番松浦議員 

○８番（松浦真君） うちの委員会のほうにあるものはまた各委員会でやりますので、一

つぐらいにします。総務産業のほうで多分話される９９ページのところなんですが、テ

レワークの部分になります。今年度から職員が外に行ってても、もしくは家からでも働
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きやすくなるとか、働き方改革の中でもテレワークが導入されると思うんですが、この

費用で、３，５１３万４，０００円が計上されてると思いますが、この仕組みのユーザー、

職員だと思うんですけど、職員が何人ぐらい利用される想定で、どんなシステムを入れ

ていくのか。あとは、これによってどういう効果が見込められるのかっていうのを教え

ていただきたいなと思ってます。結構、テレワークの費用とかが安くもない金額ですの

で、そこを教えていただきたいなと思っております。お願いします。 

○議長（石川交三君） 東海林総務課長 

○総務課長（東海林博文君） 松浦議員にお答えします。 

  ちょっとライセンス数については、ちょっと後でまたご報告したいと思いますけれど

も、いずれ今年度、今試行しておりまして、来年度からまた新たにＭ３６５というのを

使って、Ｍ３６５、マイクロソフト３６５のほうを使ってやっていくというふうに考え

ております。まず、希望者がいればいるだけ働き方を融通きかせるような形でやってい

きたいとは思ってるんですけども、具体的な数字については、今現在まず試行してるん

ですけども、なかなかその試される方も少ない部分もありまして、まあこの残りわずか

なところでも大いに奨励して働き方を変えて、自由度を増すような働き方にして対応し

ていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） となるとですね、現在その試行中で、この後の３，５００万円ぐら

いをつけるということなんですが、ライセンス数は後ほどだと思うんですけど、実際何

人を目標ぐらいなったらいいのっていうことを総務課では考えておられるんでしょうか。

あとは、さっきＭ３６５っていう話があったんで、普通にクラウドのソフトウェアを使

うだけなのか、それともガバクラにつなげて、その中の処理までできる状態にその外部

からなるようになっていて、ＶＰＮとか走らせたり、その専用のＰＣを用意したりとか、

専用のシステムまで用意するんでしょうか。そのあたりちょっと教えていただきたいな

と。細かいのは私、後でいいので情報教えていただけたら見ますが、せっかく予算をつ

けるんであれば、それだけちゃんと皆さんが、職員の方が使ってる状態があって予算を

つけるべきだと思うんですけど、今あんまり使われてないのにこれだけの金額を見込ん

だ時に、例えばこの令和８年度かな、の中で実際に全然使われなかったのに基本料金は

結構オフィスに払わないといけないとか、マイクロソフトに払わないといけないってな
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ると、非常にもったいないんじゃないかなと思いますので、このあたり今の現状と今回

のこの令和８年度の予算計上の額が妥当なのかどうか、どのように考えておられるでし

ょうか。 

○議長（石川交三君） 東海林総務課長 

○総務課長（東海林博文君） お答えします。 

  先ほどライセンス数についてはこの後というお話しましたけども、台数で言えば今年

度１５台準備しておりまして、プラスまた使える、テレワークで使える、空いてるＰＣ

ですね、そちらのほうでも対応していきたいというふうに考えております。 

  あくまでも働き方を自由度を増したいというところで考えておりますので、できるだ

け奨励していきたいとは思ってますが、個々の例えば窓口とかそういったところではな

かなか難しいのかなというところもございます。それぞれの業務に合ったところで試し

ていただきたいというふうに思っておりますし、総務課としてはそれを進めていきたい

というふうに考えております。 

○議長（石川交三君） ８番松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。実際じゃあ今年度の今現状、あと３月末ま

でですけど、今の段階で、この試行中だと思いますが、実際に使ってる人は何名なんで

しょうか。あとそれを何名に増やしたい、まあ１５台に、１５名増やしたいっていうこ

とでしょうか。そこの確認だけさせてください。現状何人で、これから何人使って、そ

のまあ家からでも、あと外からでも使えるようにしようと考えてるための予算としてこ

れを計上してると思うので、そこを教えてください。 

○議長（石川交三君） 東海林総務課長 

○総務課長（東海林博文君） お答えします。 

  今現在は総務課の中でしか試行している方はいないという状況です。 

○８番（松浦真君） 何名ですか。 

○総務課長（東海林博文君） ３名から５名だったかな・・・以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。１４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） 町長の施政説明の中にはなかったけれども、「あっ」と思ったの

が企業誘致専門監、これについてずいぶん予算ついてるようですけれども、この方はも

う既に決まっている方でしょうか。それともこれから募集されるんでしょうか。それと

も、どの程度のキャリアがあって、どの程度の人だったらその仕事に入っていけるのか
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どうか。その辺はしっかり決まってることでありましたら教えていただきたいと、こう

いうように思います。 

  もう一つは、所管が教育民生常任委員会になると思うわけですけれども、先ほど副町

長の説明の中で埋立処分場の今後幾ら入るかっていうやつの調査のために随分大きな金、

１，０００万円以上、２，０００万円近くだったか、そのぐらいの予算がかかるようで

ございます。あれからですから、今現場見てないけれども、もう男鹿南秋でない、今度

は秋田で、今計画されてる秋田市でやる分のあのあれまでまだ１０年ぐらいあるわけで

すから、この１０年間もたせるために、もしかしたら調査の結果、あっこの処分場もう

ちょっと広げなきゃいけないような、埋立処分場、そうしなきゃいけないような状況に

なっていくのかどうか。それらの計算は入ってて、かなりの大きい額で調査するのかど

うか。 

  それ２つ、まず今のところ２点お願いします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） 私からは企業誘致専門監についてお話をさせていただきます。 

  これは初日の施政説明で申し上げております。それから先ほどの一般質問の答弁でも

申し上げております。これから公募するのではなくて、もう既にその方がいるんですけ

ども、その方の情報についてはまだ控えさせてもらいます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 石井住民生活課長 

○住民生活課長（石井一君） お答えいたします。 

  最終処分場につきましては、予算書の１６９ページだと思いますけども、その中の１

２節０３業務処理等委託料の１２５万４，０００円が残余量調査の費用となっておりま

す。また、平成３０年に一度調査しておりまして、その時点では令和２５年度まで処分

場に焼却灰などは入る予定となっておりました。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） １４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） いやあ、町長不注意であったのか、町長の施政説明の中と一般質

問の答弁について私聞いてなかったかもしれませんが、どなたか決まってると。だけど

今んとこまだ言われないと。それって言われないの。いや、だから言われないけど町長

の中ではもう決まってるってことですね。どの程度の方、また人の名前は言わなくても、



 

- 199 - 

どういうキャリアの人がそういう立場になるんですかと。結構な予算ついてなかったか

な。５００万円以上はなってたでしょ。だから前の町長、荒川町長になる寸前っていう

か半年ぐらい前に、残念ながら企業誘致基金っていうのがあったんですけども、それを

財調に回してしまって、要するに基金をなくしたんですな、企業誘致基金を。わざわざ

それなくしてまで財調増やしておいて、今回まあ絶対必要だと思われるその企業誘致の

ための専門監。これはもう当然やってもらわなきゃいけないし、頑張ってもらわなきゃ

いけないし、結果出してもらわなきゃいけないわけですけれども、まだ名前等は言われ

ないけれども、どの程度の人が、プロとしてやっておられる方ですか、それとも、言わ

れない。そこも言われない。まあここでこっそりでも言われないしな。まず、だけどそ

れは今後、その人の人選について我々は何とも言うあれはないけども、こういうふうな

キャリアの人だよっていうぐらいは言ってくれてもいいんじゃないですか。このぐらい

の予算つけるんですから。 

  それから、埋立処分場について僕一桁間違ってあったかもしれませんけれども、先ほ

どの説明では澤田石副町長が１，０００万円単位の話されてたと思ってましたけれども、

１，０００万円でなかったわけだ。１００万円であったわけだ。 

○住民生活課長（石井一君） 歳出の合計値です。 

○１４番（舘岡隆君） あ、そう。まず分かった。まず石井さんの説明のほうが正しいと

思いますな。分かりました。 

  そこで食い下がってもしょうがないけれども、まずそういうことだな。まず、まあ皆

さんからご理解いただくためには、やっぱりああ素晴らしい人が来たなというふうな思

うためには、町長から少し小出しで出してもらってたほうが非常に受けがよくなるんで

ないかなと、こういうふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） その企業誘致専門監につきまして、情報は４月１日になったらオー

プンにしますので、あと２７日お待ちください。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、関係部分を関係各常任委員会に付
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託することにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１９号の審査について

は、関係部分を関係各常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２０号、令和８年度五城目町国民健康保険特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２８９ページをお願いいたします。 

  議案第２０号、令和８年度五城目町国民健康保険特別会計予算、提案理由をご説明申

し上げます。 

  第１条にありますように、令和８年度国民健康保険特別会計の当初予算は、歳入歳出

総額をそれぞれ１０億６，６８９万１，０００円としております。前年度比１億７１０

万９，０００円減、率にしまして９．１％の減となっております。 

  次に、主な予算内容についてご説明申し上げます。 

  ２９３ページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算事項別明細書により、はじめに歳入の主なるものについて、前年度予算

と比較して説明します。 

  第１款国民健康保険税は、現行の税率を基に積算しておりまして、前年度比１，２１

２万６，０００円減の１億３，４３１万３，０００円を計上しております。 

  ４款の県支出金でございますが、給付費などに見合った県の負担額を見込みまして、

前年度より７，５５８万３，０００円減の８億５，９９０万１，０００円を計上してお

ります。 

  ６款の繰入金でございますが、一般会計からの繰入金などを見込みまして、前年度比

で２，１１５万１，０００円の減、７，０８９万３，０００円を計上しております。 

  なお、財政調整基金がございますけれども、そこからの繰入金は存置計上としており

ます。 

  続いて歳出の主な内容を申し上げます。 

  ２９４ページをお願いいたします。 

  ２款の保険給付費でございますけれども、過去の医療費、そして被保険者数を基に推

計しまして、前年度比で７，２００万円の減の８億４，２５１万１，０００円を計上し
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ております。 

  ３款国民健康保険事業費の納付金でございますけれども、令和７年度の納付実績など

に基づきまして、前年度より４，８６３万２，０００円減の１億９，５３０万２，００

０円を計上しております。 

  ４款の保健事業費でございますが、データヘルス計画に基づく事業であったり、第３

期のデータヘルス計画の中間評価委託業務の増などによりまして、前年度より８１９万

８，０００円増の１，３７１万５，０００円を計上しております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生任委員会に付託すること

にご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２０号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２１号、令和８年度五城目町後期高齢者医療特別会計予算を議題といた

します。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の３５９ページをお願いいたします。 

  議案第２１号、令和８年度五城目町後期高齢者医療特別会計予算、提案理由をご説明

申し上げます。 

  第１条にありますように、令和８年度後期高齢者医療特別会計の当初予算でございま

すが、歳入歳出総額をそれぞれ２億５０７万６，０００円としております。前年度より

４，４７１万１，０００円増、率にして２７．９％増となっております。 

  次に、３６３ページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算事項別明細書により、はじめに歳入の主なるものについて、前年度予算

と比較して説明します。 

  １款の保険料でございますが、現行の料率を基に積算しておりまして、前年度比３，
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４２３万２，０００円増の１億３，９１０万５，０００円を計上しております。 

  ３款の繰入金でございますが、保険基盤安定繰入などでございまして、前年度より１，

０４８万５，０００円増の６，５５０万４，０００円を計上しております。 

  続いて歳出の主な内容を申し上げます。 

  ３６４ページをお願いします。 

  ２款の後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、前年度比で４，４７２万３，

０００円増の２億３５１万３，０００円を計上しております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２１号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２２号、令和８年度五城目町介護保険特別会計予算を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の３９５ページをお願いいたします。 

  議案第２２号、令和８年度五城目町介護保険特別会計予算、提案理由をご説明申し上

げます。 

  第１条にありますように、令和８年度介護保険特別会計の当初予算でございますが、

保険事業勘定の歳入歳出総額をそれぞれ１８億７，９３８万３，０００円としておりま

す。前年度と比べますと８，３５２万８，０００円の減、率にして４．３％の減となっ

ております。介護サービス事業勘定の歳入歳出総額は、それぞれ５１１万６，０００円

としております。これについては、前年度より１４万９，０００円減、率にして２．８％

の減となっております。 

  次に、４０３ページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算事項別明細書により、はじめに保険事業勘定におきます歳入の主なるも
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のについて、前年度予算と比較して説明をします。 

  １款の保険料でございますけれども、現行の第９期介護保険事業に基づく料率を基に

積算しておりまして、前年度と比較しますと３１５万２，０００円増の２億９，３８０

万９，０００円を計上しております。 

  ３款の国庫支出金でありますが、介護給付費負担金、それから調整交付金などでござ

いまして、前年度より８９８万７，０００円減となりまして５億１，１１８万１，００

０円を計上しております。 

  ４款の支払基金交付金でございますが、介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金

などでありまして、前年度比２，２０２万５，０００円減の４億９，０５３万７，００

０円を計上しております。 

  ５款の県支出金でありますが、介護給付費負担金、地域支援事業交付金などでござい

まして、昨年度より１，０１５万５，０００円減の２億７，７３６万７，０００円を計

上しております。 

  ８款の繰入金でございますが、基金の繰入金などでございます。前年度より４，５５

０万３，０００円の減として３億６４７万８，０００円を計上しております。 

  続いて歳出の主な内容を申し上げます。 

  １款の総務費でありますが、前年度より１４７万４，０００円の増、２，５３７万４，

０００円を計上しております。 

  ２款の保険給付費でありますが、前年度実績を基に算出しておりますが、前年度より

８，４８９万９，０００円の減、１７億９，１５５万４，０００円を計上しております。 

  ４款の基金積立金については、存置の計上としております。 

  ５款の地域支援事業でありますが、要支援者に対する介護予防・生活支援サービス事

業費の減などによりまして、全体では前年度比２０万３，０００円減の６，０９４万３，

０００円を計上しております。 

  次に、介護サービス事業勘定について主な予算内容についてご説明しますが、４９３

ページをお願いいたします。 

  ４９３ページでありまして、歳入歳出予算事項別明細書にありますが、歳入について

前年度予算と比較して説明を申し上げます。 

  １款のサービス収入でありますが、介護サービスの計画費の収入でございまして、前

年度より１４万９，０００円減の５１１万３，０００円を計上してございます。 
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  次に、歳出でありますが、４９４ページでございます。 

  １款の諸支出金になりますが、保険事業勘定繰出金としまして、前年度比１４万９，

０００円減であります５１１万６，０００円を計上しております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２２号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２３号、令和８年度五城目町障害認定事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の５０７ページをお願いいたします。 

  議案第２３号、令和８年度五城目町障害認定事業特別会計予算、提案理由をご説明申

し上げます。 

  第１条にありますように、令和８年度障害認定事業特別会計の当初予算は、歳入歳出

総額をそれぞれ４２１万３，０００円としております。前年度比７万６，０００円増、

率にして１．８％の増となっております。 

  次に、主な予算内容について申し上げます。 

  はじめに歳入についてでありますが、５１４ページをお願いいたします。 

  １款１項１目の障害認定事業負担金でありますが、本町を除く構成３町村からの負担

金としまして２２９万円を計上しております。 

  続いて５１６ページをお願いします。 

  ２款１項１目の一般会計繰入金でありますが、本町分の負担としまして１４０万７，

０００円を計上しております。 

  次に歳出でありますが、５２４ページをお願いいたします。 
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  １款１項１目の一般管理費は、事務費にあたる経費となります。２８１万円を計上し

ております。 

  続いて５２６ページをお願いします。 

  ２款１項１目の認定審査会費でございますが、委員の報酬など合わせまして１３７万

３，０００円を計上しております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２３号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２４号、令和８年度五城目町水道事業会計予算を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の５３１ページをお願いいたします。 

  議案第２４号、令和８年度五城目町水道事業会計予算、提案理由をご説明申し上げま

す。 

  はじめに、第３条、収益的収入及び支出の項目でございますけれども、収入、１款の

事業収益に２億４，３１９万２，０００円、支出、第１款事業費用に２億７，９７３万

３，０００円を計上しております。 

  次に、５３２ページをお願いします。 

  第４条、資本的収入及び支出の項目でございますが、収入の第１款資本的収入に８，

１５５万６，０００円、支出の第１款資本的支出に１億６，１３７万８，０００円を計

上し、収支不足額７，９８２万２，０００円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填す

るものとしてございます。 

  次に、第５条、企業債でございますが、配水設備改良事業、それから浄水設備更新事

業について、起債の限度額を５，８１０万円とさせていただいております。 
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  次に、５３３ページをお願いします。 

  収益的収入及び支出の項目でございますが、はじめに主なる収入について申し上げま

す。 

  １款１項１目の給水収益でございますが、来年度からの３か年で段階的に水道料金を

改定することとしておりますが、前年度比で４，２３５万１，０００円増の２億１，１

３１万５，０００円で、率にして２５．１％増となっております。 

  次に、５３４ページをお願いします。 

  収益的支出における主な事業について申し上げます。 

  １款１項１目の原水及び浄水費においては、上水道の浄水場などの各種設備の修繕に、

１，０４６万８，０００円を計上しております。同じく２目の配水及び給水費において

は、給配水管の各種設備の修繕費に１，５４８万４，０００円を計上しております。同

じく３目の業務及び総係費においては、水道料金改定に必要なシステムの改修費５４万

５，０００円や、水道料金の改定後もなお経営状況の改善を進める必要があることから、

経営健全化支援業務に係る委託料を１，１００万円計上しております。 

  次に、５３５ページをお願いします。 

  資本的収入及び支出でございますが、主な事業について申し上げます。 

  下の表になります資本的支出における第１款１項１目の配水施設改良費においては、

中央線外１か所の不断水バルブ設置工事、それから石崎地区の配水管布設工事、それと

五城目浄水場と馬場目浄水場の設備更新工事、それと五城目浄水場の改築に関する比較

検討業務委託などを実施するため、合わせまして６，８１３万５，０００円を計上して

おります。 

  次に、５３６ページをお願いします。 

  キャッシュ・フロー計算書でございますが、一番上、上段の１の当年度純損失でござ

いますが、４，６７２万７，０００円の損失となりますが、これを見込み、一番下段の

Ⅵの資金期末残高でございますが、３億６，９３９万５，０００円と見込んでおります。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 
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  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２４号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２５号令和８年度五城目町下水道事業会計予算を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の５５１ページをお願いいたします。 

  議案第２５号、令和８年度五城目町下水道事業会計予算、提案理由をご説明申し上げ

ます。 

  はじめに、第３条、収益的収入及び支出でございますけれども、収入、第１款事業収

益に２億７，９３９万１，０００円、支出の第１款事業費用に２億７，２６１万３，０

００円を計上しております。 

  次に、５５２ページになりますが、第４条、資本的収入及び支出でありますが、収入

の第１款資本的収入に１億２，５２１万１，０００円、支出の１款資本的支出に２億２，

１０６万２，０００円を計上し、収支不足額９，５８５万１，０００円は、過年度分の

損益勘定留保資金等で補填するものとしております。 

  次に、第５条、企業債でございますが、流域下水道事業債、それと資本費平準化債に

ついて、起債の限度額を総額で１億３０万円としております。 

  次に、５５４ページをお願いします。 

  収益的収入及び支出でありますが、はじめに主な収入について申し上げます。 

  １款１項１目の下水道使用料は、来年度は下水道使用料の改定が行われることから、

前年度比較で１，２０８万１，０００円増の８，０３３万７，０００円で、率にします

と１７．７％の増となっております。 

  次に、主な事業について申し上げます。 

  下の表の収益的支出において、１款１項１目の管渠費でありますが、管路の法定点検

に係る経費や下水道の各ポンプ場の修繕に係る経費など、１，５４４万６，０００円を

計上しており、同じく３目の総係費には、内水浸水対策の支援業務を含む経費など、合

わせまして２，９６９万３，０００円を計上しております。 

  続いて５５５ページをお願いいたします。 
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  資本的収支についての主な事業について申し上げます。 

  下の表になりますが、資本的支出におきまして、１款１項１目管渠建設改良費に、流

域下水道の処理場の改築につながる計画として必要な汚水計画を含んだ「ストックマネ

ジメント計画更新業務委託費」など、２，３１０万円を計上しております。同じく２目

流域下水道建設費負担金に５３９万４，０００円を計上しております。 

  最後に、次のページ、５５６ページをご説明申し上げます。 

  キャッシュ・フローの計算書でございます。上段の当年度純利益でございますが、６

１４万３，０００円の利益を見込んでおります。下段のⅥの資金期末残高でありますが、

１億２，３１８万１，０００円と見込んでおります。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２５号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  本日まで受理した請願・陳情は、請願・陳情文書表のとおりに所管の常任委員会に付

託しましたので、報告いたします。 

  以上で本日の会議は全部終了をいたしました。 

  本日はこれで散会いたします。ご苦労様でした。 
 
 

             午後 ３時５５分 散会 

 

 


